
熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
っ

１

熊
本
藩
に
お
け
る
数
回
の
検
地
の
内
で
、
検
地
に
い
た
る
事
情
・
経
過
お
よ
び
結
果
が
最
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
宝
暦
期
の
検
地
で
、

通
常
は
宝
暦
地
引
合
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
．
地
引
合
の
称
は
、
検
地
と
同
義
語
で
あ
っ
て
、
土
地
（
田
畑
）
を
帳
簿
（
検
地
帳
）
と
突
き

（
１
）

合
わ
せ
て
確
認
し
て
い
く
と
い
う
検
地
の
方
法
か
ら
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
俗
に
は
検
地
の
実
施
は
年
貢
増
徴
に
つ
な
が
る
と
し
て
農
民
が
こ
れ

を
き
ら
う
た
め
検
地
の
名
を
避
け
た
も
の
だ
と
い
う
。
熊
本
藩
で
は
加
藤
氏
時
代
は
検
地
と
い
っ
て
い
る
が
、
細
川
氏
は
と
く
に
神
経
を
使
い
、

寛
永
期
の
検
地
は
「
地
撫
」
と
い
い
、
宝
暦
期
の
検
地
を
「
地
引
合
」
、
文
政
期
以
後
に
行
う
検
地
を
「
地
押
」
と
呼
ん
だ
。
以
前
の
検
地
帳
を

元
に
し
て
一
譲
毎
の
耕
地
片
を
照
合
し
、
土
地
生
産
性
と
年
貢
負
担
の
不
均
衡
を
是
正
し
負
担
の
公
平
を
図
る
（
地
撫
）
、
検
地
帳
記
戦
の
土
地

と
実
際
の
土
地
を
引
き
合
わ
せ
て
広
狭
を
正
し
負
担
の
公
平
を
図
る
、
寛
永
検
地
は
本
田
畑
を
中
心
に
し
て
い
る
た
め
、
前
回
の
検
地
以
後
の

開
発
ｌ
新
田
・
諸
開
の
類
も
検
地
帳
を
作
成
す
る
（
地
引
合
）
、
全
耕
地
を
一
方
か
ら
調
査
し
帳
簿
に
域
せ
遺
漏
が
な
い
よ
う
に
す
る
、
こ
れ
で

負
担
の
公
平
が
保
て
る
（
地
押
）
、
を
名
目
と
し
た
。
実
際
に
は
こ
の
結
果
隠
田
が
摘
発
さ
れ
た
り
、
畝
延
び
が
暴
鰯
し
て
年
貢
負
担
が
増
す
こ

と
に
な
る
が
、
こ
う
し
た
名
目
で
検
地
を
お
こ
な
．
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

は
じ
め
に

い

て

松
本
寿
三
郎



２

あ
き
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

宝
暦
の
地
引
合
は
寛
永
の
地
撫
か
ら
百
三
四
十
年
経
過
し
、
地
撫
帳
の
記
戦
と
現
在
の
地
面
が
一
致
し
な
く
な
っ
た
か
ら
だ
と
い
う
、
こ
の

（
２
）

経
緯
を
堀
平
太
左
衛
門
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

忠
利
公
御
入
国
以
後
、
寛
永
年
中
御
国
中
之
地
面
被
遊
御
改
、
見
図
帳
新
に
被
仰
付
、
御
城
内
に
納
置
処
、
百
三
四
十
年
来
之
帳
面
、
何

れ
之
頃
よ
り
手
入
等
粗
略
に
相
成
候
哉
へ
虫
喰
彼
是
に
て
過
半
朋
帳
に
相
成
候
、
依
之
何
と
ぞ
書
継
致
全
部
澄
度
候
得
共
、
古
帳
之
通
仕

立
候
得
ば
、
不
致
検
地
に
て
は
出
来
不
仕
、
数
十
年
来
之
御
役
人
当
惑
な
が
ら
其
分
に
押
移
侯
・
・
・
其
間
に
諸
御
郡
之
地
面
は
下
方
に

て
我
侭
に
取
扱
候
故
、
古
帳
面
と
当
地
面
と
は
悉
く
そ
ご
致
し
、
過
半
残
り
候
分
の
御
帳
さ
へ
御
用
に
立
不
申
様
成
行
侯
、

城
内
に
保
存
さ
れ
て
い
た
寛
永
期
の
検
地
帳
は
、
虫
喰
い
そ
の
他
で
利
用
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
帳
簿
の
保
存
状
態
と
は
別

に
、
帳
簿
自
体
が
永
年
に
わ
た
っ
て
現
実
の
土
地
の
取
扱
い
に
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、
土
地
は
土
地
で
独
り
歩
き
し
て
帳
面
の
記
事
と
禿

離
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
３
）
．

こ
う
し
た
事
態
は
既
に
享
保
九
年
郡
頭
候
補
で
あ
っ
た
中
根
唯
右
衛
門
が
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
彼
は
土
地
の
変
化
の
原
因
を
農
民

の
日
常
的
な
努
力
に
あ
る
と
し
、
年
久
し
き
間
に
お
け
る
災
害
・
怠
慢
に
よ
る
地
味
の
低
下
、
開
発
や
開
墾
切
り
添
え
、
干
損
対
策
と
し
て
の

用
水
・
排
水
、
畑
地
の
水
田
化
、
畦
畔
薮
の
伐
栽
に
よ
っ
て
改
良
さ
れ
、
荒
廃
と
改
良
の
結
果
地
方
は
変
化
し
古
見
図
帳
と
現
状
と
は
禿
離
し

た
と
い
う
。
相
対
的
に
見
て
古
見
図
帳
に
お
け
る
下
田
・
下
下
田
の
う
ち
土
地
生
産
性
を
上
げ
得
た
田
畑
を
か
か
え
た
者
の
年
貢
・
諸
公
役
負

担
は
軽
く
、
帳
簿
上
は
上
田
・
上
々
田
で
あ
り
な
が
ら
生
産
性
の
落
ち
た
田
畑
を
抱
え
た
者
は
高
い
年
貢
・
公
役
を
負
担
す
る
結
果
と
な
っ
て

い
る
．
検
地
を
行
う
側
の
論
理
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
乗
離
を
解
決
し
農
政
の
実
を
あ
げ
る
方
法
は
土
貢
平
均
を
為
す
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
土
地
生
産
性
と
年
貢
負
担
を
合
わ
せ
、
年
貢
負
担
の
公
平
を
図
る
と
い
う
の
で
あ
る
．

本
稿
は
享
保
期
に
お
け
る
検
地
指
向
の
状
況
と
宝
暦
期
の
検
地
実
施
を
対
比
し
て
へ
熊
本
藩
に
お
け
る
農
政
の
展
開
と
農
民
生
活
の
一
端
を

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）



３

田
畑
の
位
腫
（
字
名
）
に
よ
る
地
撫
帳
は
以
前
の
検
地
帳
を
参
考
に
作
成
す
る
も
の
で
、
村
の
伝
統
に
基
づ
く
も
の
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が

名
寄
せ
形
式
の
地
撫
帳
は
給
人
の
給
知
を
雷
き
出
す
も
の
で
あ
り
、
名
寄
せ
は
給
人
の
便
宜
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
両
者
の
間
に
は
、
村
の
伝

統
的
方
法
に
よ
っ
て
作
成
す
る
か
、
そ
れ
と
も
現
実
に
し
た
が
っ
て
給
知
百
姓
を
確
定
す
る
か
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
通
説
で
は
検
地
帳
は
公

照
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

（
４
）
（
５
）

細
川
忠
利
は
肥
後
の
国
に
入
国
す
る
と
す
ぐ
に
領
国
支
配
の
基
礎
資
料
を
得
ベ
ノ
、
検
地
と
人
畜
改
め
を
行
っ
て
土
地
人
民
を
把
握
し
た
。
こ

（
６
）

の
検
地
が
寛
永
地
撫
で
寛
永
十
一
一
年
か
ら
十
四
年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
。
こ
の
検
地
は
寛
永
十
年
九
月
九
日
の
益
城
郡
村
々
庄
屋
連
印
の
要
求

に
対
応
す
る
形
で
な
さ
れ
、
加
藤
時
代
の
苛
酷
な
検
地
を
手
直
し
す
る
こ
と
を
名
目
と
し
て
、
庄
屋
・
百
姓
の
抵
抗
を
受
け
る
事
な
く
全
域
の

把
握
に
成
功
し
た
。
村
々
庄
屋
が
要
求
し
た
事
項
は
三
ケ
条
で
あ
っ
た
。
一
御
検
地
甲
乙
有
之
、
・
或
は
竿
詰
り
申
様
子
、
御
理
り
申
上
候
事
。

一
当
土
免
高
免
に
有
之
由
御
理
り
申
上
事
、
此
様
子
如
何
存
申
上
候
哉
。
一
先
御
代
よ
り
、
御
蔵
納
御
給
人
知
共
に
、
百
姓
共
妻
子
下
人
、
又

は
身
を
売
倒
申
に
付
、
当
御
年
貢
御
皆
済
難
成
由
申
上
侯
。
加
藤
時
代
に
お
い
て
既
に
土
貢
の
乱
れ
が
農
民
生
活
を
脅
か
し
て
い
た
こ
と
を
知

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
細
川
氏
は
小
物
成
・
夫
役
の
軽
減
と
地
撫
に
よ
る
年
貢
の
公
平
を
期
し
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
て
寛
永
地
撫
が
な
さ
れ
た
が
、
こ
の
地
撫
に
は
寛
永
十
二
年
に
な
さ
れ
た
蔵
納
地
地
撫
と
寛
永
十
四
’
十
六
年
に
な
さ
れ
た
給
知
地

撫
と
が
あ
っ
て
、
両
者
は
記
載
方
法
を
異
に
し
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。
蔵
納
地
と
給
知
の
一
部
は
田
畑
の
位
置
（
字
名
）
の
順
に
記
載

す
る
の
に
対
し
て
、
給
知
の
大
部
分
の
地
撫
帳
は
給
人
ご
と
に
纏
め
て
し
か
も
田
畑
は
耕
作
者
毎
に
名
寄
せ
し
て
い
る
。
給
知
は
給
人
に
土
地

と
人
畜
を
引
き
渡
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
名
寄
せ
型
式
だ
と
知
行
高
と
土
地
と
が
一
括
し
て
把
握
で
き
る
利
点
が
あ
り
、
村
落
内
で
の
給
知
百

姓
の
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
こ
の
記
戦
方
式
の
違
い
は
当
時
の
検
地
帳
作
成
の
立
場
の
違
い
に
あ

る
点
で
あ
ろ
う
。

一
、
寛
永
地
撫
体
制
の
崩
壊
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熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

簿
と
し
て
責
任
単
位
を
定
め
る
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
だ
と
し
、
名
寄
せ
帳
は
村
落
内
で
の
貢
租
賦
課
の
台
帳
で
公
簿
で
あ
る
検
地
帳
か
ら
の

（
７
）

抄
録
と
理
解
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
寛
永
地
撫
帳
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
取
扱
い
に
そ
う
し
た
差
異
は
認
め
ら
れ
な
い
。
蔵
納
地
の
地
撫

帳
に
つ
い
て
は
一
般
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
と
て
も
生
計
を
維
持
で
き
な
い
よ
う
な
一
華
か
二
華
の
零
細
な
耕
地
片
し
か
持
た
な
い
無
屋
吸
の

名
諦
人
が
見
ら
れ
る
が
、
給
知
の
地
撫
帳
で
は
す
べ
て
の
土
地
が
屋
敷
持
ち
の
名
請
人
に
属
し
て
年
貢
負
担
に
耐
え
う
る
状
態
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
現
実
の
耕
作
者
は
そ
の
村
か
他
村
の
屋
敷
持
ち
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
伝
統
的
な
所
有
者
に
依
拠
し
て
い
る
蔵
納
地
で
は
以
前
の
所
有
者
が

顔
を
出
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
別
の
機
会
に
検
討
し
た
い
。

寛
永
の
地
撫
は
新
た
に
検
地
を
行
っ
て
田
畑
を
実
測
し
隠
田
を
摘
発
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
、
田
萩
・
等
級
な
ど
田
畑
の
実
態
を
割
り
替
え

名
請
人
を
確
定
し
年
貢
の
不
公
平
を
解
消
し
た
筈
で
あ
る
。
既
に
確
定
し
て
い
る
村
高
に
は
触
れ
ず
に
村
高
の
内
で
の
不
公
平
是
正
で
あ
る
か

ら
田
畑
の
等
級
と
石
盛
り
を
あ
げ
る
こ
と
で
対
処
し
た
の
で
あ
る
．
入
国
直
後
の
こ
と
で
藩
当
局
は
百
姓
撫
育
策
を
と
っ
て
い
る
。
懐
柔
策
と

（
８
）

言
っ
て
も
よ
い
。
其
の
主
な
も
の
は
百
姓
の
零
落
救
済
・
小
物
成
半
免
・
走
り
百
姓
の
処
冠
・
夫
仕
の
制
限
・
立
ち
帰
り
百
姓
の
育
成
等
で
あ

る
。
土
地
に
関
し
て
は
「
御
百
姓
立
帰
田
作
候
得
ば
尤
も
に
候
、
無
左
候
は
ぱ
荒
地
を
被
遣
、
家
の
た
め
竹
木
・
種
子
籾
、
又
は
人
に
寄
作
喰

借
被
遣
」
「
、
開
之
田
地
は
、
理
に
随
て
年
季
を
定
可
申
候
」
と
い
う
。

こ
う
し
た
百
姓
撫
育
策
に
も
か
か
わ
ら
ず
相
つ
ぐ
凶
作
に
よ
っ
て
寛
永
地
撫
体
制
の
維
持
は
困
難
で
あ
っ
た
。
寛
永
十
二
年
七
月
二
十
五
日

（
９
）

の
九
州
表
の
大
風
で
、
肥
後
国
の
損
害
は
作
毛
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
御
城
塀
・
櫓
・
御
侍
以
下
の
居
宅
・
町
家
・
民
家
こ
と
ご
と
く
破
損
に

及
び
、
つ
ぶ
れ
た
家
も
数
多
か
っ
た
．
こ
の
被
害
は
い
ち
早
く
江
戸
の
藩
主
に
届
け
ら
れ
た
が
、
忠
利
は
こ
の
災
害
に
心
を
悩
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
御
国
替
以
後
続
い
た
上
使
の
下
向
・
城
郭
の
普
請
、
加
え
て
大
身
之
諸
浪
人
多
数
の
登
用
、
来
年
江
戸
城
御
普
請
の
割
当
て
な
ど
莫
大
な

支
出
で
財
政
は
窮
迫
し
て
お
り
、
思
い
通
り
の
政
策
は
覚
束
無
か
っ
た
。
辛
う
じ
て
応
急
処
置
と
し
て
「
百
姓
家
つ
ふ
れ
侯
一
天
、
手
寄
次
第

勝
手
二
竹
木
を
入
候
程
可
遣
」
程
度
の
指
令
を
出
し
て
急
場
を
切
り
抜
け
、
年
末
の
十
一
一
月
二
十
七
日
に
至
っ
て
「
何
石
之
高
作
り
候
百
姓
、

上
納
前
何
ほ
と
之
内
、
何
程
上
納
仕
何
ほ
と
米
遣
と
身
を
売
候
ハ
ね
ハ
不
成
と
の
分
、
手
永
切
二
差
出
、
正
月
十
日
６
内
二
調
可
給
候
、
．
．



５

一
諸
御
郡
之
つ
か
へ
米
当
座
二
取
立
可
申
分
、
指
延
可
遺
分
、
一
向
免
可
遣
分
三
段
二
極
可
遣
旨

一
給
人
知
ノ
百
生
う
へ
一
一
お
ょ
ひ
候
は
随
分
給
人
共
は
は
き
を
き
り
候
て
成
共
か
く
ま
ひ
可
申
、
不
相
成
者
ハ
百
生
死
申
と
存
、
御
蔵
納

へ
指
上
可
申
侯
、
此
儀
ハ
申
触
儀
と
被
仰
出
候

一
御
国
中
之
御
百
生
去
秋
さ
こ
ぐ
う
り
候
分
吟
味
仕
、
う
り
候
代
銀
年
貢
二
相
立
候
哉
、
但
手
前
二
有
之
ハ
取
立
可
申
旨

（
Ⅱ
）

蔵
納
地
で
も
給
人
地
で
も
不
作
で
年
貢
納
入
に
苦
し
ん
で
い
る
し
、
南
部
の
芦
北
郡
津
奈
木
手
永
で
は
一
一
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
飢
え
に
直
面
し
て

い
た
ほ
か
、
翌
十
四
年
秋
に
は
天
草
・
島
原
の
乱
が
起
き
る
な
ど
農
村
は
危
機
に
直
面
し
た
《
藩
で
は
十
三
年
七
月
六
日
阿
部
弥
一
右
衛
門
・

（
吃
）

瀬
戸
五
兵
衛
・
荒
瀬
角
兵
衛
の
一
一
一
人
を
代
官
頭
と
し
、
郡
奉
行
を
任
命
し
て
開
発
を
奨
励
し
、
改
め
て
‐
「
御
国
中
御
百
姓
之
人
畜
御
改
、
御
入

国
之
時
被
仰
付
候
へ
共
、
其
以
後
へ
り
候
事
も
又
多
ク
成
候
事
も
可
有
之
と
被
思
召
候
間
、
時
分
を
斗
相
改
可
申
」
と
人
畜
改
め
を
行
っ
た
ほ

か
、
入
国
直
後
の
諸
施
策
の
見
直
し
に
取
り
組
ん
だ
。
し
か
し
実
態
は
「
国
交
つ
ま
り
田
畑
之
事
も
き
ひ
し
ぐ
候
故
、
悉
く
本
国
を
は
な
れ
、

日
用
な
と
に
参
り
侯
と
見
え
申
し
候
故
、
年
毎
に
上
田
ハ
下
田
二
成
、
次
第
二
物
成
お
と
ろ
へ
申
候
を
、
．
：
弥
下
会
か
つ
へ
の
ミ
ま
て
一
一

侯
」
状
況
に
な
り
、
農
村
の
変
容
は
如
何
と
も
し
難
か
っ
た
。

（
脚
）

四
代
綱
利
の
就
任
後
十
四
年
に
あ
た
る
寛
文
四
年
の
農
村
状
況
を
鎌
田
杢
之
助
の
「
覚
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

付
侯
事
」
を
触
れ
て
い
る
。

・
他
郡
他
国
え
人
畜
売
出
し
候
と
の
儀
承
届
候
ハ
ハ
則
申
上
、
各
越
度
申
付
侯
・
・
鉄
砲
な
と
の
儀
売
侯
事
聞
届
候
ハ
ハ
是
又
曲
事
一
一
可
被
申

（
旧
）

翌
十
一
一
一
年
六
月
十
一
一
一
日
と
十
六
日
の
一
一
度
の
奉
書
に
よ
れ
ば
諸
郡
の
年
貢
納
入
の
実
情
は
次
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
た

一
諸
郡
去
年
分
御
つ
か
へ
米
有
之
様
一
一
先
日
卒
度
立
御
耳
申
侯
、
去
年
之
儀
ハ
免
を
相
定
候
儀
も
無
御
存
知
上
ハ
取
立
可
然
儀
も
不
可
然

所
も
御
指
図
ハ
・
被
為
成
候
、
・
・
・
・
御
百
姓
と
て
も
被
召
遣
御
侍
衆
同
前
二
被
思
召
候
間
、
不
成
所
取
立
取
た
お
し
可
申
儀
一
一
て
も

無
之
と
被
思
召
候
間
、
其
心
得
を
仕
可
申
付
旨
な
り

一
御
蔵
納
滞
米
之
儀
、

頗
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）



一
御
国
之
議
田
畑
の
す
わ
り
・
村
の
立
様
・
山
川
之
様
子
能
キ
御
国
一
一
て
可
有
御
座
と
奉
存
侯
、
然
共
御
所
務
す
ぐ
な
く
御
座
侯
、
慶
安

三
寅
年
６
去
年
卯
ノ
年
迄
拾
四
年
之
物
成
を
な
ら
し
、
中
分
三
シ
四
朱
二
当
り
申
侯
・
・
・

一
御
所
務
す
ぐ
な
き
故
は
、
百
姓
す
ぐ
な
く
御
座
候
二
付
、
上
田
を
下
田
二
作
り
成
申
所
数
多
御
座
候
免
下
り
之
出
作
も
御
座
侯
、
か
様

一
一
田
畠
を
百
姓
作
り
あ
ぐ
ミ
候
て
ハ
、
御
所
務
す
ぐ
な
き
筈
と
奉
存
候
事

一
百
姓
持
懸
之
田
畠
は
知
行
取
之
知
行
と
存
様
二
昔
は
御
座
候
て
、
手
前
付
罷
成
百
姓
は
田
畠
を
売
申
様
二
御
座
候
由
申
候
、
今
程
は
役

儀
二
迷
惑
仕
持
懸
之
田
畑
二
銀
子
を
添
人
二
渡
申
侯
、
か
様
一
一
田
畠
を
う
と
ミ
申
候
様
二
御
座
候
て
ハ
、
御
所
務
無
御
座
筈
一
一
て
御
座

一
毎
年
毎
年
百
姓
大
分
二
奉
公
二
出
申
侯
、
親
・
兄
弟
・
妻
子
其
村
二
残
り
居
申
分
は
奉
公
之
隙
明
次
第
在
所
へ
帰
り
申
候
、
た
お
れ
百

姓
妻
子
共
二
其
村
を
出
、
質
奉
公
な
と
仕
候
ヘ
ハ
、
奉
公
之
隙
明
キ
侯
て
も
其
村
へ
戻
り
不
申
、
方
会
仕
居
申
候
、
ヶ
様
二
仕
百
姓
余

多
た
お
れ
申
村
は
永
ク
免
下
り
申
侯
事

一
新
開
二
成
可
申
所
も
御
座
候
へ
共
、
百
姓
無
御
座
二
付
仕
立
申
儀
難
成
奉
存
候
、
就
夫
篭
者
御
赦
免
之
者
・
追
放
之
者
・
御
家
中
か
ま

い
者
と
も
を
開
所
へ
可
被
遣
候
ハ
ハ
、
随
夫
新
開
仕
立
可
申
事

（
Ⅱ
）

こ
う
し
た
不
安
定
な
状
況
を
反
映
し
て
、
村
人
の
要
求
を
受
け
て
寛
永
十
二
’
十
四
年
の
一
斉
地
撫
の
後
に
も
散
発
的
に
地
撫
が
な
さ
れ
て
い

る
が
、
綱
利
の
時
代
に
な
っ
て
も
状
況
は
好
転
し
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
を
「
覚
」
は
所
務
ｌ
税
負
担
力
の
低
下
・
百
姓
減
に
よ
る
生
産
性
の

低
下
・
作
り
あ
ぐ
ミ
の
状
態
・
百
姓
の
土
地
放
棄
と
奉
公
人
化
、
打
開
策
と
し
て
仕
立
て
百
姓
に
よ
る
新
開
地
仕
立
て
を
あ
げ
て
い
る
。
な
か

で
も
役
儀
二
痛
め
つ
け
ら
れ
た
こ
の
時
期
の
百
姓
の
田
畑
所
持
の
感
覚
が
、
昔
の
知
行
地
的
感
覚
か
ら
厄
介
者
的
感
覚
へ
と
変
化
し
て
い
る
と

一
在
々
殊
之
外
役
儀
繁
ク
御
座
候
二
付
、
耕
作
を
能
ク
作
り
申
儀
も
難
成
御
座
候
事

一
当
国
は
御
知
行
取
・
御
切
米
取
其
外
諸
奉
公
人
・
町
人
迄
も
召
仕
申
、
下
々
ハ
大
形
百
姓
に
て
御
座
候
、
是
を
存
候
ヘ
ハ
百
姓
す
き
な

き
御
国
一
一
て
も
無
御
座
侯

候
事 頗

本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）
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第一表熊本藩の人口推移

『熊本藩年表欄・松井家文書『御郡』による。

*は町方人口(緋､八代､川尻､高橋)を除く、享保6年以降は幕府報告人口。

吉村豊雄｢近世初期照本藩領の経離展について｣(｢史学研荊161号)による。

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

（
鳩
）

一
一
一
一
口
う
指
摘
で
あ
る
．
質
地
か
ら
譲
地
・
上
地
へ
の
移

行
の
傾
向
か
ら
承
て
、
こ
の
時
期
で
の
百
姓
の
土
地

感
覚
が
、
所
有
よ
り
放
棄
に
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
．

こ
う
し
た
時
代
の
消
極
性
を
反
映
し
て
か
人
口
も
停

滞
気
味
で
あ
っ
た
。

熊
本
藩
の
農
政
に
変
化
が
見
え
る
の
は
寛
文
・
延

（
胸
）

宝
期
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
寛
文
九
年
秋
は
不
作

で
南
郷
、
阿
蘇
、
小
国
を
中
心
に
飢
え
に
苦
し
む
百

姓
が
出
、
郡
奉
行
は
対
策
に
追
わ
れ
た
。
「
先
日
も

被
仰
出
候
、
飢
死
無
之
様
一
一
可
申
付
候
、
若
又
他
国

へ
走
候
も
の
共
有
之
一
一
て
も
不
可
然
思
召
候
間
、
左

様
一
一
無
之
様
一
一
御
郡
奉
行
共
可
申
渡
候
、
飢
死
壱
人

有
之
を
郡
奉
行
越
度
之
様
一
一
被
仰
出
候
て
も
、
他
所

之
お
も
わ
く
ハ
同
前
之
事
一
一
候
間
、
左
様
一
一
無
之
様

（
Ⅳ
）

二
可
仕
由
二
候
事
」
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。
翌
十
年

（
鱒
）

七
月
ベ
テ
ラ
ン
の
奉
行
瀬
戸
五
兵
衛
を
郡
方
担
当
と

し
て
他
の
奉
行
も
こ
れ
に
協
力
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

こ
う
し
て
同
月
託
麻
郡
奉
行
衆
あ
て
に
八
十
三
条
の

（
旧
）

法
令
が
出
さ
れ
た
。
生
活
全
般
に
及
ん
で
い
る
が
、

年 次 人口 男 ‘ｒ 年 次 人口 男 女

寛永１１年(1634）

慶安4年(1651）

延宝8年(1680）

天和元年(1681）

元禄7年(1694）

享保6年(1721）

く
く

１
１
２
３

１
１
６
４

７
７

畔
昨
１
１

″
″

元文3年(1738）

明治5年(1768）

安永3年(1774）

人

*221,778

*241,768

*435,873

*431,084

*483,524

狐
醜
測
剛
卿
師

，
ｊ
＃
、
９
９

７
９
１
６
７
９

４
５
３
３
４
４

５
５
５
５
５
５

人
噸
瓢
剛
Ｊ
畑
池
噸
”

ｐ
Ｏ
，
９
０
０
』

９
１

６

４
５

９
９

２
４

別
別
別
朋
朋

１
１

人

745

814

700

819

884

039

015

，
９
＃
９
０
３
８

腿
開
別
４
５
７
０

路
別
閲
邪

１

安永9年(1780）

天明6年(1786）

文化2年(1805）
､■

〃７年(1810）

〃１３年(1816）

文政5年(1822）

天保5年(1834）

〃１１年(1840リ

弘化3年(1846）

嘉永5年(1852）

安政5年(1858）

人

404

788

393

352

729

788

661

651

967

520

869

９
０
９
８
９
９
，
，
，
，
９

捌
珊
即
噸
剛
師
郷
郷
剛
晒
睡

人
別
冊
・

肺
・
醐
噸
蝿
飾
皿
狐

８

１

８
０
０
９
０
０
９
９
，

３
朋
叫
冊
閲
皿
旧

９

１

肌
朋
鯛
２
３
３
３
３
３

人
珊
測
禰
叩
珊
棚
鋭
棚
縦

ｊ
８
９
９
７
Ｊ
９
９

Ｊ
０

０

５
９
９
９
師
朋
Ⅳ

鮒
船
〃
〃
羽
肌
２
３
３



８

翌
天
和
元
年
春
一
○
一

評
価
す
る
か
で
あ
る
。

中
で
も
田
畑
・
新
開
は
自
他
国
旅
人
と
共
に
も
っ
と
も
多
く
の
項
目
か
ら
成
っ
て
い
る
．
そ
れ
だ
け
規
定
す
べ
き
事
柄
添
多
か
つ
た
の
で
あ
る
。

（
魁
）

貞
享
元
年
の
法
令
も
六
十
三
条
か
ら
な
る
が
、
内
容
は
大
同
小
異
で
あ
る
。
郡
村
支
配
の
最
重
要
事
項
は
田
畑
の
確
保
で
あ
っ
た
。
新
開
は
百

姓
の
野
開
だ
け
で
な
く
、
惣
庄
屋
・
在
御
家
人
か
ら
知
行
取
り
に
も
許
さ
れ
た
。

（
剛
）

延
宝
三
年
五
月
瀬
戸
五
兵
衛
の
も
と
に
御
郡
方
見
習
と
し
て
地
方
巧
者
牧
野
安
右
衛
門
が
配
属
さ
れ
、
四
年
一
一
月
瀬
戸
が
隠
居
す
る
と
御
郡

（
唾
）

方
の
施
策
は
専
ら
牧
野
の
手
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
延
宝
五
年
閏
十
一
一
月
御
郡
奉
行
に
対
し
て
郡
方
支
配
に
つ
い
て
意
見
を
徴
す
る

と
と
も
に
、
御
郡
間
に
詰
め
て
折
々
諸
郡
を
ま
わ
り
諸
事
御
郡
奉
行
と
相
談
す
る
役
と
し
て
御
郡
頭
が
設
極
さ
れ
る
と
、
ま
ず
牧
野
安
右
衛
門

（
画
）
・

が
任
ぜ
ら
れ
、
六
年
正
月
残
り
の
一
一
人
（
村
上
吉
之
丞
・
奥
田
小
左
衛
門
）
が
任
命
さ
れ
、
郡
村
支
配
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
る
．
こ
の
頃
の

土
地
政
策
で
は
五
年
十
一
月
「
新
開
井
仕
立
百
姓
之
儀
ニ
付
」
触
、
六
年
一
月
以
来
郡
方
仕
法
替
え
、
奉
行
職
務
の
決
定
、
知
行
割
り
の
変
更

（
制
）

な
ど
、
地
方
制
度
の
手
直
し
が
な
さ
れ
、
八
年
一
月
村
上
吉
之
丞
の
奉
行
就
任
を
ま
っ
て
知
行
方
所
務
の
収
公
Ｉ
上
知
、
一
一
月
御
郡
奉
行
・
御

代
官
・
御
内
検
・
御
惣
庄
屋
・
御
百
姓
へ
の
「
御
郡
方
え
被
仰
出
候
覚
」
ぬ
「
口
上
之
蹴
空
）
と
な
っ
て
徹
底
さ
れ
る
。
天
和
三
年
知
行
直
脈
誠

は
回
復
し
一
一
一
十
年
続
く
が
、
こ
の
間
早
魁
・
水
害
・
虫
害
相
つ
ぎ
農
村
の
疲
弊
も
進
行
し
た
．

こ
う
し
た
農
村
の
疲
弊
に
か
か
わ
ら
ず
前
掲
の
人
口
表
に
見
る
よ
う
に
、
熊
本
藩
の
人
口
は
延
宝
八
年
四
三
万
五
八
七
三
人
、
天
和
元
年
四

三
万
一
四
七
一
人
と
倍
増
し
て
い
る
。
十
七
世
紀
に
お
け
る
農
村
人
口
の
増
大
に
つ
い
て
、
吉
村
氏
は
「
非
血
縁
家
族
ｌ
名
子
の
自
立
（
本
百

姓
化
）
、
傍
系
親
族
の
分
家
に
よ
っ
て
、
農
民
の
家
族
規
模
の
縮
小
ｌ
小
家
族
化
が
進
行
し
、
人
口
の
著
し
い
増
加
を
み
た
。
そ
し
て
ほ
ぼ
延
宝

（
刀
）

ｌ
元
禄
期
に
は
直
系
小
家
族
の
小
農
民
経
営
が
支
配
的
と
な
っ
た
も
の
と
承
ら
れ
る
。
」
と
す
る
。
た
し
か
に
農
村
の
人
口
が
増
加
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
。
寛
永
十
三
年
以
来
屡
々
農
村
を
襲
っ
た
凶
作
飢
鯉
ｌ
そ
れ
は
課
税
対
象
と
し
て
田
畑
と
人
畜
を
把
握
す
る
と
い
う
意
味
で
、
本

（
温
）

稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
農
村
支
配
の
強
化
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
延
宝
八
年
の
大
飢
鯉
で
渡
辺
玄
察
は
「
餓
死
多
し
」
と
い
い
、

（
海
〉

翌
天
和
元
年
春
一
○
一
二
六
人
の
非
人
が
熊
本
府
に
流
れ
込
ん
だ
り
、
兵
粗
の
支
給
を
行
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
し
ば
し
ば
起
こ
る
凶
作
を
ど
う

頗
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）



こ
の
結
果
は
正
徳
三
’
五
年
の
土
地
政
策
、
家
臣
に
と
っ
て
は
給
人
直
所
務
の
廃
止
と
な
り
、
農
村
に
と
っ
て
は
、
「
御
百
姓
演
方
定
式
」
と

「
地
方
取
遣
証
文
御
格
式
」
の
設
定
と
な
っ
て
現
れ
る
。
こ
こ
で
は
給
人
も
土
地
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
、
農
民
は
土
地
を
手
放
す
こ
と
が
可
能
に

な
り
、
反
面
土
地
を
集
種
す
る
こ
と
も
又
可
能
に
な
る
．

元
禄
ｌ
享
保
期
に
は
本
藩
お
け
る
開
発
は
ピ
ー
ク
に
達
し
た
。
こ
の
時
期
の
土
地
を
種
別
に
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

本
田
畑
五
九
、
七
四
四
町
五
反
余

享
保
六
年
・

新
地
方
九
、
四
六
四
町
三
反
余

同
「
年
表
稿
」

野
開
七
、
五
○
九
町
五
反
六
畝

元
禄
五
年

（
誼
）

御
赦
免
開
一
二
、
八
七
九
町
余

宝
永
六
年
「
覚
帳
」

十
七
世
紀
後
半
に
お
け
る
人
口
増
加
を
可
能
に
し
た
の
は
、
加
藤
清
正
以
来
の
開
発
に
あ
る
と
ふ
て
い
る
。
加
藤
氏
の
初
期
の
開
発
は
慶
長

十
三
年
の
検
地
に
反
映
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
以
後
の
開
発
の
一
部
が
新
地
と
し
て
計
上
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
．
元
禄
十
年
の
締
蚕
に
よ
れ
ば

９

御
郡
方
新
地
四
○
五
一
石
四
斗

内
七
一
三
石
三
斗
余

と
順
鯛
に
延
び
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

十
三
年
の
検
地
に
反
映
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ

寛
文
三
年
分
一
八
、
七
三
四
石
六
九

寛
文
四
年
一
一
六
、
○
四
二
石
六
二

貞
享
元
年
分
二
二
、
六
五
○
石
九
七

元
禄
十
年
分
二
七
、
二
一
七
石
六
斗
余

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

古
新
地
一
一
三
、
一
六
六
石
二
斗
、

内
二
九
二
石
四
斗
余
芦
北
馬
刀
潟
・
日
奈
田
御
開
所
当
年
新
地
二
成
、

宇
土
網
津
御
開
所
、
当
年
新
地
方
二
成

寛
文
四
年
幕
府
へ
の
郷
帳
前
は
二
六
、
○
四
二
石
六
一
一
四
と
あ
り
、
貞
享
元
年
の
帳
面
も
そ
う
で



１０

〈
郭
）

分
配
慮
す
る
よ
う
、
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。

（
訂
）

つ
ぎ
に
野
開
・
御
赦
免
開
に
つ
い
て
承
る
と
、
宝
暦
地
引
合
の
結
果
を
記
し
た
と
ふ
ら
れ
る
「
御
国
中
田
畑
畝
高
物
成
一
紙
」
は
そ
れ
ぞ
れ

六
七
○
九
町
余
・
四
○
三
六
町
余
と
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
少
々
の
延
び
を
記
録
す
る
の
承
で
あ
る
．
こ
う
し
た
点
か
ら
見
る
と
野
開
・
御
赦
免

開
の
数
値
も
ま
た
元
禄
期
に
は
ほ
ぼ
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
は
新
地
・
野
開
・
御
赦
免
開
な
ど
検
地
帳
以
後
の
開
発
が
大
方
元
禄
期
に
ピ
ー
ク
に
達
し
て
い
る
こ
と
だ
け
確
認
し
て
、
こ
れ
ら
の

開
発
に
労
働
力
が
い
か
な
る
形
で
提
供
さ
れ
た
か
に
注
目
し
た
い
。

近
世
の
開
発
は
お
よ
そ
次
の
七
つ
の
形
態
に
分
類
で
き
る
。

ァ
、
御
開
イ
、
村
立
新
地
ウ
、
新
地
鉄
砲
者
エ
、
新
所

オ
、
上
り
開
力
、
御
赦
免
開
キ
、
野
開

ァ
、
御
開
は
藩
な
い
し
重
臣
そ
の
他
に
よ
る
開
発
で
、
こ
の
時
期
玉
名
郡
新
御
開
き
所
・
益
城
郡
住
吉
・
鹿
島
、
宇
土
郡
網
津
村
の
内
笠
岩
村

御
開
所
・
八
代
郡
鹿
島
・
芦
北
郡
馬
刀
潟
・
日
熟
面
が
書
き
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
Ｆ
外
に
「
肥
後
国
志
草
稿
」
に
長
岡
帯
刀
殿
御
開
と
し
て
八
代

。
（
葛
）

郡
松
崎
村
一
一
一
六
町
余
・
高
子
原
村
五
六
町
余
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
元
禄
十
年
芦
北
馬
刀
潟
・
日
奈
田
開
所
と
宇
土
網
津
開
所
は
新
地
方
に
編

入
さ
れ
た
。
海
辺
の
新
開
は
御
郡
方
に
よ
っ
て
な
さ
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

海
辺
之
新
開
仕
塘
成
就
之
上
御
郡
方
二
受
込
候
儀
、
新
塘
波
請
之
石
垣
其
外
格
好
古
塘
同
前
一
一
合
い
調
、
右
開
地
に
根
付
儀
五
ヶ
年
無
別

（
篭
）

条
通
り
侯
ハ
ハ
、
六
ヶ
年
目
ト
。
御
郡
方
二
請
取
、
古
塘
同
前
二
沙
汰
可
仕
侯

労
働
力
は
近
在
か
ら
の
仕
立
て
百
姓
に
よ
っ
た
。
御
蔵
納
田
畑
が
少
な
く
百
姓
が
多
い
村
か
ら
出
作
地
な
と
へ
出
か
け
る
百
姓
が
有
る
場
合
十

ほ
ど
で
、
不
安
定
の
部
分
も
少
な
く
な
．

上
新
地
高
が
固
定
し
て
い
る
と
言
え
る
。

照
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

（
泣
》

あ
る
と
言
う
「
其
後
少
々
開
申
候
処
得
共
年
を
宛
所
務
仕
所
二
て
も
無
之
、
未
高
二
難
結
候
二
付
て
今
度
帳
面
露
城
不
申
候
」
と
い
っ
て
い
る

ほ
ど
で
、
不
安
定
の
部
分
も
少
な
く
な
か
っ
た
か
ら
正
確
に
は
把
握
し
が
た
い
が
大
方
二
万
七
’
八
○
○
○
石
程
度
を
維
持
し
て
い
る
。
帳
簿



－１１－

第二表肥後国誌草稿における新知（地）高の記載

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

イ
、
享
保
十
三
年
成
立
の

「
肥
後
国
志
草
稿
」
に
は

新
地
方
の
村
と
し
て
第
二

表
の
村
を
あ
げ
て
い
る
。

延
宝
六
年
正
月
新
地
開

・
畑
成
田
の
出
高
に
つ
い

て
、
「
向
後
は
御
年
貢
米

百
姓
共
勝
手
能
様
二
軽
ク

可
被
仰
付
侯
間
、
随
分
精

（
訂
）

を
出
し
仕
立
可
申
」
と
あ

る
。ウ

、
寛
永
十
一
年
藩
は
開

所
に
新
地
鉄
砲
者
の
仕
立

て
を
計
画
し
て
阿
蘇
の
開

所
に
送
り
込
ん
だ
が
失
敗

し
、
翌
十
二
年
か
ら
大
津

・
保
田
窪
・
黒
石
・
兎
谷

・
麻
生
田
・
花
立
・
愉
木

・
平
山
の
八
ヶ
所
に
一
種

飽田郡 新 村 新地高有之

託麻郡 新南部村 新知高アリ

合志郡 南方村 但シ入道水村内ノ新地方也

中尾 村 但シ南方村内ノ新地方也

馬場村 柳水村内ノ新地ナリ

新 町 新知高ナリ

阿蘇郡 永草村 新知高アリ

乙姫村 〃

宇土村 〃

宮原村 〃

今町村 新知方ナリ

小野田村 〃

塩塚村 新地方也．

日向村 新知方也

宮寺村 新地方也

沢津野村 新地方也

下益城郡 新村 当村二住吉井鹿嶋新地アリ

八代郡 新地村 当村ハ鹿嶋村新開地也、田畑拾九丁余

松崎村 長岡帯刀殿新開田畠三十六丁余

高子原村 長岡帯刀殿新開田畠五十六丁余



力
、
御
赦
免
開
は
専
ら
御
仕
立
百
姓
に
よ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
通
り
、
給
人
仕
立
百
姓
で
も
本
高
を
作
っ
た
場
合
に
は
役
儀
は
負
担
せ
ね
ば
な

－１２－

（
⑪
）

企
）
な
か
っ
た
。

元禄14年 三万田村財津庄 之
運
上
被
仰
付
置
候
事
」
と
あ
る
。
ま
た
一
蚕

が
、
開
所
の
百
姓
は
つ
ぎ
の
通
り
で
あ
っ
た
。

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）（

罫
》

の
屯
田
兵
村
を
置
き
、
御
免
地
野
高
一
一
十
石
を
与
え
た
。

エ
、
重
臣
に
召
し
抱
え
ら
れ
た
在
郷
の
屯
田
兵
村
が
新
所
で
あ
る
。
新
地
鉄
砲
者
と
同
じ
よ
う
に
、
近
世
初
頭
か
ら
集
落
を
形
成
し
、
給
人
に

（
鞄
）

属
し
て
い
た
。
こ
の
多
く
は
給
人
の
知
行
地
か
ら
登
用
さ
れ
た
。

オ
、
上
り
開
は
御
赦
免
開
の
所
有
者
が
身
分
上
の
資
格
を
失
い
、
あ
る
い
は
特
別
な
事
情
に
よ
っ
て
御
赦
免
開
を
返
上
し
た
も
の
、
延
宝
七
年

の
法
に
「
知
行
取
御
中
小
姓
病
死
一
｜
て
跡
目
無
之
衆
立
山
手
開
之
儀
、
被
召
上
候
開
作
置
候
毛
上
ハ
被
為
拝
領
、
所
務
以
後
田
畑
共
一
一
其
所
定

之
運
上
被
仰
付
置
候
事
」
と
あ
る
。
ま
た
元
禄
十
四
年
財
津
庄
大
夫
は
合
志
郡
三
万
田
村
の
開
所
を
差
し
出
し
て
、
給
人
に
取
り
立
て
ら
れ
た

町反畝歩

三万田村彦七 ２．０５．２７

新助 ３．８１．２１

新兵ヱ １．３０．００

徳右ヱ門 0 ６４．２１

加助 2７．２４

左 助 9．２１

夜間村半七 １．０１．２４

加助 7７．２４

長兵 ヱ 2７．２１

久米村文四郎 6４．２１

助左ヱ門 5７．０９

千助 5５．１８

久四･郎 2１．０６

甲佐町村助之允 40.00

惣左ヱ門 3４．０９

出作惣七 3２．００

清七 2９．２１

久四郎 2６．２４

加右ヱ門 1４．０９

土塚村小右ヱ門 6５．１２

久助 3２．１２

宮園村徳兵ヱ 3４．２４

助右ヱ門 3４．０９

新古関村少右ヱ門 3６．２７

権助 1８．２７

高江村助之允 1９．００

計 1８．３５．０３



－１３－

郡別野開高の変化

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

＊寛永11年（諸御郡高人畜船数）の数字は野開とあるものび

＊＊｢御国中田畑高物成一紙」の計は帳簿上の記峨による。

⑳文化14年欄阿蘇郡は上から、阿蘇、南郷、小国三地域合1820町３反２畝
となる。益城郡は上益城と下益城。

郡 寛永１１年
＊

元禄７年 文化１４㈱

飽田 町反畝歩 町反・畝歩
3２０．６．１．１２

町反畝歩
3２２．３．９．２４

託摩 3３０．６．７．１５ 6０６．９．２．００ 6０４．１．４．０３

玉名 5５０．３．８．２７ 4５４．３．１．１８

合志 2４８．１．２．．２１ 7２０．９．２．０６ 7０９．３．５．２７

山鹿 2３６．５．６．１８

山本 3３４．０．６．０３

菊池 1９０．９．４．２７ 2２４．６．９．１２

阿蘇 1０６１．１．１．２９ 4６１３．６．４．１２
⑳１４９．７．２

999 ３ ４

671 ２ ５

0３

1２

1５

益城 7８０．１．２．２１
785

280

２

８

２

３

2１

0６

宇土 7４．２．９．２４

八代 4２．３．９．２４ 4７．３．２．１８

芦北

久住 2００．３．１．．０３ 5６６．７．７．２１

野津原 2０４．３．３．１１ 1６５．７．７．１８

鶴崎 2２０．３．６．０６ 1３７．５．７．１５

計 １６６５．０．０．２０ 8４５０．９．６．２９
＊＊

6７０９．１．０．２４

出、典 (諸御郡高人畜船数） ｢諸御郡高人畜浦々
船数其外品々有物澗

｢御国中田畑畝高物
成一紙」



1４

土
貢
の
禿
離
に
は
百
姓
の
存
在
も
関
連
が
あ
る
、
す
で
に
宝
永
四
年
上
益
城
郡
馬
水
村
の
志
方
玄
求
知
行
所
で
は
人
畜
が
減
少
し
て
百
姓
一

人
に
な
っ
て
し
ま
い
明
き
高
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
割
替
を
申
請
し
て
い
る
が
、
享
保
十
四
年
同
郡
仏
原
村
で
は
庄
屋
が
す
べ
て

（
⑧
）

の
田
畑
を
受
け
持
っ
て
途
方
に
募
れ
て
い
た
．
惣
庄
屋
矢
部
忠
兵
衛
は
「
奉
願
覚
」
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

上
益
城
郡
私
手
永
丹
波
殿
御
知
行
所
仏
原
村
庄
屋
源
左
衛
門
儀
、
御
役
儀
数
年
手
全
相
勤
申
侯
、
前
方
は
勝
手
向
宜
敷
御
座
侯
て
、
現
高

百
石
の
高
主
一
一
て
御
年
貢
も
無
支
相
勤
申
侯
、
然
処
近
年
打
続
年
並
悪
敷
不
作
仕
候
二
付
て
は
不
勝
手
罷
成
申
侯
、
色
点
と
了
簡
仕
候
得

共
、
大
百
姓
之
儀
一
一
て
取
続
兼
申
其
上
当
年
も
近
村
作
主
無
御
座
、
現
高
六
拾
石
余
外
請
持
せ
申
者
も
無
御
座
、
押
て
源
右
衛
門
請
持
せ
、

自
身
抱
高
指
加
百
六
拾
石
余
賄
候
、
唯
今
之
通
御
座
侯
て
当
暮
は
右
之
高
も
難
賄
様
子
御
座
候
、
何
と
そ
取
続
せ
申
度
吟
味
仕
申
候
処
、

源
右
衛
門
奉
願
侯
は
、
外
取
続
之
手
筋
も
無
御
座
侯
、
見
世
物
芝
居
当
年
６
三
ケ
年
之
間
壱
ヶ
年
両
度
宛
被
仰
付
下
候
ハ
ハ
銀
子
も
出
し

受
合
申
者
も
御
座
侯
、
．
．
・
・
・
・
此
者
没
し
申
候
て
は
隣
村
も
諸
事
指
支
申
儀
御
座
候
間
、
何
と
ぞ
御
慈
悲
を
以
如
奉
願
候
被
仰
付

被
下
候
ハ
ハ
、
御
国
内
之
芸
者
を
扇
興
行
仕
度
奉
存
候

仏
原
村
で
は
近
年
作
主
が
な
く
、
結
局
庄
屋
源
右
衛
門
は
も
と
か
ら
の
持
ち
高
百
石
に
加
え
て
作
主
が
な
い
六
十
石
も
請
け
持
た
ざ
る
を
得
な

く
な
り
、
年
貢
負
担
に
耐
え
か
ね
る
状
態
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
不
作
続
き
の
も
と
で
は
百
石
所
持
の
大
百
姓
で
も
土
地
所
有
は
重
荷

で
し
か
な
い
の
で
あ
弓
か
と
い
っ
て
成
り
行
き
に
任
せ
て
い
て
は
潰
れ
百
姓
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
、
見
世
物
芝
居
興
行
に
よ
る
打
開
を

願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
判
）

幸
（
輯
）

潰
れ
百
姓
は
延
宝
八
年
正
月
の
法
に
「
御
国
中
つ
ふ
れ
百
姓
吟
味
之
事
」
の
項
が
あ
り
、
七
月
の
「
申
渡
覚
書
」
に
は
百
姓
つ
ぶ
れ
の
原
因

化
は
第
三
表
の
通
り
で
あ
る
が
、
著
し
い
特
徴
，

と
も
思
わ
れ
る
が
、
今
後
の
検
討
に
委
ね
た
い
。

キ
、
野
開
は
野
開
銀
を
負
担
し
た
が
、
生
産
性
が
低
く
か
つ
た
、
「
在
を
野
開
之
儀
、
年
々
作
り
替
二
仕
物
に
て
御
座
候
二
付
、
運
上
銀
を
軽
ク

《
、
）

申
付
侯
、
就
夫
毎
年
改
を
仕
、
御
郡
切
二
運
上
銀
を
定
メ
上
納
申
付
侯
？
又
ハ
受
銀
二
申
付
候
御
郡
も
御
座
候
」
と
あ
る
．
郡
別
野
開
高
の
変

化
は
第
三
表
の
通
り
で
あ
る
が
、
著
し
い
特
徴
と
し
て
元
禄
七
年
阿
蘇
郡
の
突
出
を
指
摘
で
き
る
。
後
年
の
数
字
か
ら
象
て
一
六
一
三
町
余
か

照
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）



玉
名
郡
在
中
御
近
領
三
池
・
瀬
高
辺
え
日
雇
之
姿
一
一
て
方
を
一
一
罷
越
侯
者
も
有
之
様
子
付
て
、
向
後
不
罷
出
様
御
郡
奉
行
衆
え
沙
汰
之
趣
参

談
仕
相
達
可
申
旨
被
仰
聞
候
二
付
て
申
談
候
処
、
下
益
城
・
八
代
・
芦
北
在
中
之
者
共
、
薩
摩
・
肥
前
・
球
磨
・
天
草
な
と
と
為
稼
正
月
６

十
二
月
迄
、
又
は
明
ル
三
月
迄
罷
越
申
度
由
奉
願
候
段
、
御
奉
行
衆
占
被
相
達
、
例
を
見
合
其
沙
汰
仕
、
各
様
為
御
存
知
其
月
末
ニ
相
達
申

－１５－

よ
り
大
飢
鰻
？
七
年
春
大
飢
鐘
、

各
地
に
日
用
稼
ぎ
に
で
か
け
た
。

百
姓
の
維
持
は
御
惣
庄
屋
の
職
掌
で
あ
り
、
つ
ぶ
れ
百
姓
の
認
定
に
も
惣
庄
屋
の
判
断
が
大
き
く
物
を
言
っ
た
。
現
実
に
は
村
々
か
ら
多
く
の

つ
ぶ
れ
百
姓
が
出
て
お
り
、
其
の
点
に
関
し
て
通
達
は
「
此
上
に
て
も
む
ざ
と
書
出
申
分
は
、
御
惣
庄
屋
不
心
得
に
存
候
間
、
用
間
敷
候
、
尤

縦
へ
つ
墓
れ
申
に
究
候
共
〈
常
食
お
こ
た
り
を
仕
、
耕
作
も
不
精
に
仕
候
て
、
逼
迫
仕
も
の
は
、
曽
て
構
申
間
敷
候
、
左
様
之
も
の
を
救
申
侯

得
ば
、
御
百
姓
之
風
儀
悪
敷
罷
成
候
、
此
段
御
惣
庄
屋
中
能
能
相
心
得
申
様
に
、
沙
汰
可
仕
候
」
と
戒
め
て
い
る
。
潰
れ
百
姓
支
配
の
仕
法
は

前
述
の
よ
う
に
は
正
徳
三
年
二
月
確
立
さ
れ
た
。

と
村
灸
の
実
態
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る

御
百
姓
之
内
相
煩
候
歎
、
何
と
ぞ
不
慮
之
様
を
仕
侯
歎
、
何
之
道
に
も
、
当
年
つ
ぶ
れ
可
申
と
見
立
侯
も
の
は
、
御
惣
庄
屋
前
以
吟
味
仕

置
可
申
候
や
此
段
去
去
年
よ
り
申
渡
候
処
に
、
其
役
人
心
得
に
よ
り
、
手
前
う
と
く
成
も
の
ぽ
か
り
を
除
置
き
、
村
中
大
形
書
出
申
様
に

仕
る
も
有
之
候
、
其
わ
け
に
て
は
無
之
侯
、
是
は
必
至
度
当
年
つ
ぶ
れ
可
申
と
、
脇
よ
り
も
見
立
申
様
成
者
迄
の
儀
に
候
、
箇
様
の
も
の

正
徳
・
享
保
期
に
お
け
る
凶
作
は
著
名
で
、
正
徳
五
年
大
飢
侭
、
享
保
元
ｌ
二
年
飢
鯉
、
四
年
六
月
大
洪
水
、
虫
入
り
、
大
飢
鰻
、
六
年
春

（
岨
）

り
大
飢
鰻
？
七
年
春
大
飢
鐘
、
熊
本
飢
人
出
る
、
と
連
年
飢
餓
に
悩
ま
さ
れ
た
。
村
人
は
稼
ぎ
の
た
め
に
周
辺
の
山
石
売
買
を
願
い
出
た
り
、

置
可
申
侯
や
此
段
去
去
』

仕
る
も
有
之
候
、
其
わ
歴

は
大
勢
者
無
之
筈
に
候
、

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

二
、
「
検
地
新
議
」
と
享
保
期
の
新
地



「
覚
御
家
中
え
被
仰
渡
覚
雷
」

「
起
請
文
前
書
惣
庄
屋
誓
詞
前
書
」

「
覚
御
国
中
村
食
え
被
仰
渡
覚
書
」

1６

（
⑨
）

今
ま
で
に
な
く
他
領
へ
の
出
稼
ぎ
が
多
か
っ
た
。
こ
う
し
た
財
政
状
況
の
な
か
で
勝
手
方
を
担
当
し
た
の
が
竹
田
平
大
夫
と
落
合
勘
兵
衛
で

あ
っ
た
．
そ
し
て
享
保
八
年
に
は
特
別
難
渋
に
よ
り
省
略
が
要
請
さ
れ
た
。
こ
の
竹
田
平
大
夫
の
も
と
で
郡
頭
に
登
用
さ
れ
た
の
が
中
根
唯
右

（
⑥
）

衛
門
で
あ
っ
た
。
中
根
は
天
草
代
官
室
七
郎
左
衛
門
と
縁
続
き
で
そ
の
由
緒
か
ら
享
保
一
一
年
一
一
一
十
人
扶
持
で
召
し
抱
え
ら
れ
た
人
物
で
あ
る
、

幕
府
の
地
方
役
を
勤
め
た
こ
と
も
あ
る
検
地
の
ベ
テ
ラ
ン
で
あ
っ
た
。
い
よ
い
よ
財
政
が
逼
迫
し
た
中
で
検
地
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
ら
れ
、

（
駒
）

こ
れ
に
応
じ
た
の
が
「
検
地
新
議
」
で
あ
る
。
享
保
九
年
九
月
に
差
し
出
し
た
「
御
尋
二
付
申
上
口
上
之
覚
」
が
認
め
ら
れ
て
翌
十
年
正
月
新

（
馴
）

知
一
一
百
石
御
郡
頭
に
採
用
さ
れ
、
一
一
月
に
は
さ
っ
そ
く
竹
田
と
と
も
に
江
戸
に
出
立
し
て
い
る
。
郡
頭
と
し
て
行
っ
た
建
誤
は
、

「
覚
肥
後
国
村
を
田
畑
地
平
均
申
付
度
儀
一
一
付
覚
書
」

「
取
箇
附
吟
味
之
覚
取
箇
付
吟
味
之
筋
御
内
意
窺
窃
」

「
此
御
国
中
御
立
触
正
月
六
日
御
好
一
一
て
調
差
上
候
処
又
御
好
有
之
末
之
付
紙
之
通
調
直
同
九
日
差
上
候
事
」

儀
二
御
座
候
、
小
国
・
久
住
・
野
津
原
・
鶴
崎
之
者
共
、
為
稼
方
々
金
山
え
罷
越
候
節
、
御
郡
奉
行
衆
６
年
月
を
極
往
来
手
形
出
シ
被
来
侯
、

且
又
竹
田
御
城
下
へ
久
住
之
者
為
日
雇
稼
一
一
月
６
十
二
月
迄
罷
越
候
者
ニ
ハ
、
奉
公
な
と
不
仕
稼
二
て
渡
世
仕
候
様
申
聞
、
御
惣
庄
屋
願
之

櫓
付
御
郡
奉
行
衆
被
相
達
如
願
致
沙
汰
・
・
・
・
右
之
通
男
ハ
為
稼
他
所
え
罷
越
来
候
、
女
之
儀
ハ
他
所
へ
罷
越
候
儀
前
々
６
例
相
見
不

申
、
玉
名
之
儀
ハ
為
稼
御
近
領
へ
参
侯
例
も
無
御
座
、
為
用
事
御
近
領
へ
罷
越
候
節
御
郡
奉
行
衆
６
差
紙
等
ハ
相
渡
被
申
由
二
御
座
候
得
共
、

日
雇
稼
等
一
一
て
罷
越
侯
之
儀
ハ
無
之
様
子
二
御
座
侯
、
然
処
右
之
通
密
々
罷
出
侯
様
子
も
有
之
様
二
相
聞
候

「
起
請
文
前
魯
地
改
二
付
内
見
役
誓
詞
前
書
」

命
》

（
以
下
略
）

照
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）



－１７－

で
あ
り
、
ほ
か
に

「
溝
口
殿
迄
差
上
ル
公
料
井
御
国
御
損
引
御
年
貢
・
作
徳
仕
訳
之
御
見
合
覚
書
」

「
公
料
上
・
中
・
下
・
下
を
之
田
撫
」

参
考
資
料
と
し
て
「
武
蔵
国
検
地
二
付
元
禄
八
亥
二
月
出
候
御
条
目
控
」
と
「
検
地
万
覚
智
」
を
つ
け
て
い
る
。
検
地
と
言
っ
た
の
で

は
村
人
の
反
発
が
危
倶
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
ま
ず
は
地
改
と
称
す
る
な
ど
具
体
的
な
手
順
が
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
て
、
ま
さ
に
実
施
寸
前
ま
で

い
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
狙
い
と
す
る
と
こ
ろ
は
「
年
久
敷
御
改
も
無
之
地
方
故
、
百
姓
前
損
得
片
寄
損
田
畑
持
候
者
ハ
御
年
貢
高

役
等
も
難
相
立
、
高
二
離
れ
申
者
も
多
ク
有
之
、
連
々
及
困
窮
候
段
聞
召
、
今
度
百
姓
地
改
被
仰
付
筈
候
、
地
方
延
び
縮
ミ
改
出
等
も
可
有
之

候
、
其
儀
は
無
気
遣
有
体
二
可
相
改
候
、
其
端
高
二
応
じ
有
来
御
土
免
を
被
引
下
百
姓
迷
惑
二
不
及
様
二
被
仰
付
、
向
後
は
年
中
村
入
用
・
嘱

役
等
之
儀
万
事
廉
直
ニ
相
成
、
不
勝
手
之
百
姓
も
身
上
持
立
相
談
仕
候
様
被
遂
吟
味
事
二
侯
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
し
か
し
ど
う
し
た
こ
と

か
竹
田
平
大
夫
は
退
燈
亡
検
地
は
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
。
当
時
筑
後
久
留
米
藩
で
は
室
七
郎
左
衛
門
方
に
い
た
大
沢
織
右
衛
門
の
手
で
検
地
が

な
さ
れ
二
十
四
万
石
の
高
を
二
倍
に
打
ち
出
し
、
豊
後
佐
伯
藩
で
は
日
向
代
官
所
手
代
を
勤
め
て
い
た
中
根
曽
右
衛
門
（
唯
右
衛
門
の
弟
）
が

（
園
）

郡
代
役
に
登
用
さ
れ
て
検
地
を
行
う
な
ど
、
九
州
諸
藩
で
も
状
況
は
同
じ
で
あ
つ
・
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
地
方
巧
者
を
採
用
し
て
検
地
を
実
施
し
た

「
何
郡
何
手
永
当
御
免
極
帳
」

「
地
方
吟
味
之
御
定
法
書
覚
」

「
地
改
二
付
御
横
目
役
誓
詞
前
書
」

「
起
請
文
前
書
下
役
人
・
帳
付

「
起
請
文
前
書
村
営
地
引
案
内
｛

「
巳
御
年
貢
割
付
之
事
」

下
役
人
・
帳
付
・
竿
取
井
改
役
誓
詞
前
書
」

村
営
地
引
案
内
之
者
誓
詞
前
書
」



18一

第四表享保18年における御赦免開の譲渡

｢覚帳｣享保１８年による

霞 主 所在 面蔵 譲受人 日時

鵜川伝左衛門 上益城郡唐川村 立山
反畝歩
２．２．０３

田中庄右衛門へ 1／１２

増田 勘 次 阿蘇郡車帰村 田畑4７．７．００ 茂田吉斗へ 2／1９

上野半之允 玉名郡上津原村 田畑７６２．０６ 隈部七郎左衛門へ 2／2３

磯．谷金次 上益城郡惣領村 上田５．９．００ 〃 2／2３

林孫兵衛 〃砥川 村 ６．００ 揮幸右衛門へ 3／６

一領一疋
中 島伝次 飽田郡東門寺村

畑反畝歩
６．６．００

惣圧屋
五町七郎右衛門へ 3／1１

河喜多円・次 山本郡大清水村 手開２．６．０６ 松山武右衛門へ 3／1１

村松市之允 宇土郡戸馳 村 塩浜７．７．２７ 堀内三盛へ 3／2１

召 田家
景藤十兵

豆
噺 上益城郡平田村 田１．９．００ 荒瀕左平次へ 3／2７

兼松七右衛門 〃田小野村 田４．００ 山下形古衛門へ 3／2８

増田勘次 小池村〃

●

畑３．４．２１ 堀内三盛へ 4／2２

佐藤九兵衛 〃芝原 村 １．７．２７ 坂根彦九郎へ 6／1５

冨崎七郎右衛門 〃福原 村 1５．２．００ 坂根彦九郎へ 6／1５

上田太郎右衛門 〃〃 １．８．００ 〃

中村次郎右衛門 〃上下早川村 ３．１５ 中村進士 6／1８

須佐美甚九郎 菊池郡野間口村 ３．０．２１ 河野又右衛門へ 9／2４

高田彦右衛門 上益城郡下高野村

‘〃北高木村

野開１．６．００

松山８．０．００ }長岡図瞥へ 10/1３

仲光七郎右衛門 〃木崎 村 畑５．９．１５ 荒瀬左兵衛へ １０/1９

仁保太兵衛 砥川村〃 田３．０．００ 落合勘兵衛へ 12/1６



1９

（
乳
）

宝
暦
一
一
年
七
月
堀
平
太
左
衛
門
が
大
奉
行
に
任
ぜ
ら
れ
て
宝
暦
の
改
革
が
進
行
す
る
が
、
こ
こ
で
Ｊ
も
土
貢
平
均
は
農
政
の
第
一
の
問
題
と
な

る
。
ま
ず
最
初
は
寛
永
十
二
年
の
諸
郡
水
帳
を
奉
行
所
に
提
雌
ぎ
せ
た
。
し
か
し
、
郡
村
で
の
水
帳
の
扱
い
は
不
統
一
で
十
分
満
足
に
耐
え
る

も
の
で
な
か
っ
た
。
村
々
に
お
け
る
寛
永
水
帳
は
蔵
納
地
こ
そ
検
地
帳
型
式
で
あ
っ
た
が
、
給
知
で
は
名
寄
帳
型
式
で
あ
り
、
毎
年
の
土
免
割

《
訂
》

り
根
は
名
寄
臓
瞳
よ
っ
て
作
成
し
て
い
る
有
様
で
、
し
か
も
そ
の
名
寄
帳
Ｊ
も
村
役
人
が
張
り
紙
し
て
勝
手
に
用
い
て
い
る
状
態
で
あ
っ
た
。

御
国
中
地
面
之
見
図
帳
無
之
候
て
は
不
相
済
事
二
付
、
数
十
年
御
役
人
中
も
苦
悩
一
一
存
候
得
共
、
新
ダ
ニ
見
図
帳
仕
立
候
へ
は
検
地
無
之

（
田
）

候
二
て
ハ
不
致
出
来
事
二
付
、
責
て
村
々
二
て
取
り
あ
つ
か
い
候
名
寄
帳
を
以
地
面
之
帳
仕
立
置
可
申

（
闇
》

そ
こ
で
郡
方
は
四
年
正
月
名
寄
帳
改
め
方
を
命
じ
、
つ
い
で
反
別
帳
ｂ
色
付
帳
の
整
備
を
命
じ
た
。
な
か
で
Ｊ
も
色
付
改
め
で
は
野
開
・
御
開
畝

物
・
御
赦
免
開
の
坪
々
を
改
め
る
よ
う
指
示
し
て
お
り
か
な
り
徹
底
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
帳
簿
上
の
調
整
を
中
心
と
し
た

も
の
で
あ
り
、
帳
簿
と
土
地
と
の
照
合
は
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
「
惣
体
寛
永
之
見
図
帳
間
数
は
付
け
居
り
候
へ
ど
も
、
番
も
付
居
不
申
、
ぱ

享
保
十
年
代
に
は
全
藩
と
し
て
の
地
改
め
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
の
田
畑
の
把
握
は
な
さ
れ
て
い
た
、
百
姓
の
野
開

は
延
宝
二
年
以
後
制
限
さ
れ
家
中
手
開
も
享
保
十
七
年
禁
止
さ
れ
た
。

検
地
が
要
請
さ
れ
る
要
因
の
一
つ
と
し
て
土
地
の
ひ
ん
ぱ
ん
な
移
動
が
あ
げ
ら
れ
る
。
土
地
の
混
雑
が
起
る
か
ら
で
あ
る
。
享
保
十
年
代
の

土
地
移
動
の
特
色
と
し
て
、
家
中
士
あ
る
い
は
一
領
一
疋
・
地
侍
ら
に
よ
る
土
地
譲
渡
が
集
中
的
に
な
さ
れ
て
い
る
（
第
四
表
参
照
）
。
土
地
を

手
放
し
た
い
者
が
い
る
半
面
、
土
地
を
集
積
し
よ
う
と
す
る
者
が
い
る
こ
と
が
如
実
に
示
さ
れ
る
。
手
放
す
土
地
と
集
積
す
る
土
地
の
性
格
の

検
討
が
必
要
と
な
る
。

の
で
あ
る
．熊

本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

三
、
宝
暦
地
引
合
の
実
施



2０

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

つ
と
し
た
る
物
に
て
、
其
後
改
も
無
之
故
、
く
る
い
候
所
も
直
も
無
お
》
役
に
立
た
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
郡
方
の
狙
い
は
土
地
と
対

応
で
き
る
帳
簿
之
作
成
で
あ
り
、
名
寄
帳
を
元
に
し
た
の
で
は
こ
う
し
た
要
請
に
応
え
る
地
面
の
帳
を
作
成
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
こ

こ
に
登
場
す
る
の
が
玉
名
郡
一
領
一
疋
・
在
中
横
目
役
地
方
巧
者
の
田
添
源
次
郎
で
あ
っ
た
、
彼
は
「
田
畑
共
に
広
狭
畝
数
を
改
め
候
ハ
検
地

二
相
成
候
間
、
畝
数
ハ
改
不
申
、
広
狭
共
二
一
坪
交
々
一
一
番
付
を
以
其
坪
数
を
改
候
へ
は
、
見
図
帳
可
致
出
来
崎
〕
と
提
言
し
た
、
こ
の
方
法

で
試
承
た
が
農
民
は
な
か
な
か
納
得
せ
ず
、
ま
た
郡
代
も
ま
た
「
当
時
内
食
相
用
侯
帳
面
実
に
叶
候
と
申
出
候
は
ぱ
、
右
之
帳
面
居
り
に
被
仰

《
＆
）

付
、
地
位
其
外
混
雑
仕
居
候
処
え
、
願
出
次
第
に
内
々
地
撫
に
被
仰
付
候
は
ぱ
、
下
方
疑
惑
無
御
座
」
と
地
引
合
の
中
止
を
申
し
出
る
始
末
で

あ
っ
た
。
こ
う
し
て
数
十
度
の
問
答
の
末
宝
暦
七
年
か
ら
取
り
か
か
っ
た
、
同
年
三
月
田
添
源
次
郎
は
郡
方
横
目
の
ま
ま
郡
方
奉
行
付
と
な
り
、

六
月
緒
方
九
郎
右
衛
門
と
と
も
に
御
国
中
地
引
合
御
用
請
遊
ど
な
っ
て
、
地
引
合
せ
を
推
進
し
た
の
で
あ
る
。

地
引
合
は
永
久
の
根
帳
と
し
て
以
後
は
如
何
な
る
と
き
も
地
撫
等
は
行
わ
な
い
こ
と
が
申
し
渡
さ
れ
た
。
此
の
地
引
合
の
概
要
を
「
地
引
合

《
“
》

教
方
口
上
覚
」
は
次
の
よ
う
に
数
え
あ
げ
て
い
る
．

一
番
二
村
中
惣
百
姓
持
懸
り
之
居
屋
敷
ハ
先
除
ヶ
歴
太
残
地
方
を
村
庄
屋
元
え
不
残
差
出
シ
を
離
シ
、
二
番
一
一
道
筋
・
井
手
筋
・
塘
筋
等

手
弱
キ
所
を
改
メ
丈
夫
ニ
い
た
し
間
数
を
極
メ
、
三
番
二
村
境
下
ヶ
名
之
境
を
極
メ
、
四
番
二
割
崩
置
候
小
坪
を
な
り
た
け
大
坪
二
仕
直
、

或
ハ
畔
等
ゆ
か
承
居
候
由
、
か
き
手
入
等
宜
所
ハ
真
直
一
一
引
直
シ
境
を
極
メ
、
五
番
ニ
只
今
迄
之
地
位
を
能
見
合
せ
上
中
下
之
位
を
正
道

ニ
居
、
上
を
取
候
て
も
無
苦
労
様
二
相
極
可
申
侯
、
尤
位
見
合
居
二
候
節
、
惣
百
姓
三
手
二
分
ヶ
一
組
二
鐙
図
者
壱
人
宛
召
連
田
表
一
一
罷
出
、

三
組
別
全
二
位
を
見
立
庄
屋
元
え
帰
り
組
々
極
メ
置
候
所
之
位
を
見
合
、
違
申
坪
ハ
太
強
之
上
多
分
二
極
メ
候
欺
、
又
右
見
図
帳
二
寄
り

候
歎
、
・
何
レ
理
之
つ
ゑ
侯
様
二
見
立
極
メ
候
様
二
極
々
入
念
可
申
候
、
六
番
一
一
竿
を
入
竿
有
前
を
付
立
一
村
惣
畝
数
を
合
、
延
畝
有
之
候

ハ
ハ
延
畝
分
ハ
坪
坪
割
合
せ
受
持
可
申
候
、
縦
余
畝
有
之
候
て
も
上
と
は
少
も
不
被
為
召
上
侯
、
唯
御
百
姓
請
持
能
キ
た
め
斗
一
一
侯
、
七

番
ニ
ー
ト
下
名
之
内
番
付
を
以
囲
を
入
一
番
一
一
市
助
取
当
申
候
ハ
ハ
、
先
其
所
二
て
市
助
元
畝
二
応
割
潰
シ
可
申
侯
、
八
番
二
荒
地
等
有

之
村
ハ
た
と
へ
村
並
之
余
畝
一
一
割
延
候
ハ
ハ
、
荒
地
坪
一
一
は
一
一
一
割
延
二
仕
、
当
時
迄
持
懸
り
之
通
二
て
召
寄
可
申
由
、
尤
位
等
ハ
惣
百
姓
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之
申
談
を
以
居
置
可
申
候
、
勿
論
起
畝
二
成
候
迄
ハ
高
物
成
二
引
方
之
儀
只
今
之
通
二
候
事
・
・
・
・
・
・
・
、
．

（
侭
）

地
引
合
は
宝
暦
八
年
本
格
的
に
な
っ
た
ら
し
く
、
一
一
月
名
寄
帳
案
文
、
一
一
一
月
見
図
帳
案
文
が
達
せ
ら
れ
た
が
、
四
月
に
は
去
冬
以
来
地
引
合
を

済
ま
せ
た
村
も
あ
り
、
そ
の
作
業
を
通
し
て
地
引
合
の
仕
法
を
役
人
に
一
同
で
論
じ
た
と
こ
ろ
、
大
方
は
熟
得
し
て
い
た
が
、
な
か
に
仕
法
の

趣
旨
を
違
え
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
仕
法
の
不
一
致
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
と
し
て
、
さ
ら
に
徹
底
す
る
よ
う
示
達
し
て
い
る
。
今
日
残
存
し
て

（
関
）

い
る
地
引
合
帳
を
ふ
て
も
、
八
年
以
後
の
も
の
が
多
い
。
五
月
に
は
御
郡
間
か
ら
御
郡
代
へ
確
認
の
「
達
」
が
出
さ
れ
た
。

今
度
田
添
源
次
郎
へ
被
仰
付
候
地
引
合
之
儀
Ｐ
御
郡
代
中
も
得
斗
識
得
有
之
候
様
承
届
被
申
、
又
は
一
ト
通
立
合
被
致
見
分
候
儀
等
、
存

寄
次
第
二
侯
、
勝
手
次
第
之
儀
不
申
及
事
候
得
共
、
此
方
よ
り
沙
汰
無
之
と
て
、
万
々
一
見
合
被
居
候
衆
も
可
有
之
哉
二
付
、
右
之
趣
此

方
よ
り
寄
食
可
申
達
旨
一
一
付
左
様
御
心
得
之
事

以
後
地
引
合
は
宝
暦
十
四
年
頃
ま
で
集
中
的
に
進
め
ら
れ
（
第
五
表
参
照
）
、
明
和
八
年
迄
十
五
年
を
費
や
し
て
完
了
し
た
。
こ
う
し
て
出
来
上

（
訂
）

が
っ
た
見
図
帳
・
名
寄
帳
は
御
役
所
（
郡
間
）
に
一
通
、
手
永
会
所
に
一
通
、
村
方
に
一
通
、
そ
し
て
内
検
役
の
手
元
に
一
通
置
か
れ
、
そ
れ

ぞ
れ
の
役
所
で
年
々
の
土
地
の
移
動
・
土
地
の
変
化
の
把
握
・
作
付
け
の
台
帳
に
も
ち
い
ら
れ
た
。

こ
う
し
て
厳
正
に
実
施
さ
れ
た
地
引
合
で
は
あ
っ
た
が
、
若
干
の
問
題
が
な
い
で
は
な
い
、
そ
の
一
は
所
に
よ
っ
て
は
名
寄
帳
で
事
足
れ
り

《
ロ
）

と
し
て
地
引
合
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
宝
暦
八
年
五
月
堀
平
太
左
衛
門
の
「
覚
」
に
よ
れ
ば
地
引
合
が
必
要
な
の
は
「
去
る
戊
年
被

改
候
名
寄
帳
、
当
時
之
地
方
相
違
之
段
相
達
置
侯
村
竺
で
あ
っ
て
、
「
右
名
寄
帳
二
相
違
無
之
段
相
達
置
候
村
食
ハ
、
御
役
人
差
出
地
引
合
仕

せ
侯
ハ
及
不
申
、
下
ヶ
名
之
改
様
、
且
又
地
方
之
方
付
け
方
仕
法
帳
之
通
を
以
夫
々
相
改
、
今
度
之
案
文
之
通
見
図
帳
村
有
一
一
て
仕
立
候
様
」

と
あ
り
、
上
益
城
・
玉
名
・
菊
池
・
合
志
・
野
津
原
・
鶴
崎
が
そ
う
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
六
郡
の
内
上
益
城
・
野
津
原
・
鶴
崎
は
地
引
合
帳

が
残
っ
て
な
い
の
で
何
と
も
い
え
な
い
が
、
現
存
す
る
所
で
、
合
志
郡
竹
迫
手
永
で
は
宝
暦
之
帳
簿
は
す
べ
て
宝
暦
五
年
六
月
に
調
製
さ
れ
た

（
⑬
》

寛
永
以
来
の
地
撫
帳
・
名
寄
帳
の
写
し
で
あ
り
、
地
引
合
帳
に
代
行
し
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
こ
れ
ほ
ど
苦
労
し
て
作
成
し
た
地
引
合
帳
が
数

年
な
ら
ず
し
て
村
人
の
要
求
で
作
り
直
さ
れ
る
例
で
あ
る
。
山
鹿
郡
中
村
手
永
中
村
で
は
宝
暦
八
年
三
月
に
本
方
・
新
地
・
諸
開
の
地
引
合
を

照
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）
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第五表宝暦地引合見図帳

照
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

注．合志郡の（）は名寄帳、見図帳写、地撫帳写である。

飽田 託摩 山 本 合志 菊池 山鹿 玉名

宝暦３ ２

〃５ (115）

〃６ （２）

〃７ ３

〃８ 3９ 1７ １２ 2７ 2８ 9２

〃９ 2１

〃１０ 9３ 2１ ５ 2３

〃１１ 125 4３ 1０ 1４ 1８ ７

〃１２ 9１ 4１ ２ 1２ 2２ 2６ 9８

〃１３ 2９ 3１ １０ 3１ 2２ 1３ 209

〃１４ 2９ ５ 2３ 1４ 3６ ６ 144

不詳 １ ２

昭和元 １１ １１ ３ ３ ２ ３ 1３

〃２ １６ ３ ５

〃３ 1２ ２

〃６

〃９ １ １

安 永１０ ４

天明元 ２

〃．５ ２

〃８ ６

寛政５ １

〃１２ １
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第六表下有佐村地引合入組

《
刊
）

実
施
し
、
田
畑
下
ヶ
名
寄
帳
ｊ
も
作
成
し
て
い
た
が
、
安
永
十
年
四
月
に
ふ
た
た
び
惣
百
姓
立
ち
合
い
で
帳
を
作
成
し
請
印
を
し
て
い
る
。
安
永

（
Ⅶ
）

十
年
の
新
地
田
畑
地
引
合
帳
の
奥
瞥
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

右
者
中
村
手
永
新
地
・
永
荒
・
御
郡
間
新
地
田
畑
見
図
帳
之
儀
、
宝
暦
八
年
寅
三
月
地
引
合
御
改
被
・
仰
付
置
候
、
然
処
村
方
不
案
内
一
一

て
し
ら
へ
違
之
筋
も
御
座

候
て
、
内
証
煩
敷
難
渋
仕

候
二
付
、
再
地
引
合
奉
願

当
丑
四
月
御
改
被
仰
付
、

依
之
田
畑
畝
数
少
も
落
不

申
侯
様
一
一
、
庄
屋
・
惣
百

姓
立
合
吟
味
仕
一
を
地
方

引
合
相
改
御
帳
調
上
申
侯
、

若
村
中
少
一
一
て
も
畝
数
改

落
不
直
之
儀
仕
候
ハ
ハ
、

如
何
様
之
越
度
二
も
可
被

仰
付
候
、
為
其
連
印
仕
上

侯
、
以
上

山
鹿
郡
で
は
い
ち
早
く
宝
暦
八

年
二
・
三
月
に
地
引
合
を
実
施

し
、
そ
の
た
め
に
後
の
地
引
合

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

下有佐村地引合追入組
０

高 項 目

高１斗９升３合３勺５才
田畝， ９ 歩 上知御給知反別前＝減

高１斗９升３合３勺５才

畑 畝２１歩
右同反別前＝増

田畝ｌ畝１２歩 上知之内鍬先出作反別帳前＝増

高２斗２升８合
田畝４畝１９歩 新地反別帳前＝増

高２斗２升８合
畑畝３畝２１歩 右同反別帳前＝減

田畝３畝１５歩 御郡間出高反別帳前＝増

田３反８畝１２歩 上知御給知田地之内畑作任候分

畑２町１反９畝12歩 上知御給知畑地之内水懸宜敷
田作任候分

田 ３畝 新出一毛畝物

畑９歩 右同

高６，升３合 在御蔵床増

畑 ９ 歩 右同減

畝数１反６歩 空地

床高５石６斗８升８合９勺８才 御郡間出高床高

御土物成２石６斗７升３合８勺２才 物成減申候分



熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

型
と
基
準
が
異
な
っ
た
た
め
村
人
の
不
満
が
お
こ
り
再
地
引
合
の
要
求
に
な
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
当
事
者
の
神
経
質
振
り
を
窺
う
こ
と
が

所
謂
本
方
ｌ
御
蔵
納
・
御
給
知
、
新
地
の
ほ
か
の
地
目
は
こ
れ
ま
で
か
な
り
ル
ー
ズ
に
扱
わ
れ
て
い
た
土
地
で
あ
る
。
こ
の
な
か
に
は
今
ま
で

れ
る
。 地

引
合
の
結
果
数
十
年
の
間
空
き
地
な
ど
を
開
墾
し
て
、
無
年
貢
で
耕
作
し
て
い
た
七
百
町
の
隠
し
田
が
露
見
し
た
、
彼
ら
を
罰
す
る
こ
と

（
砲
）
・

は
し
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
地
引
合
は
地
方
の
把
握
に
十
分
な
効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
．
地
引
合
の
結
果
生
じ
た
地
方
の
変
化
は
「
地

引
合
入
組
覚
脅
」
お
よ
び
「
地
引
合
追
入
組
覚
齢
》
に
示
さ
れ
る
。
八
代
郡
下
有
佐
村
の
場
合
を
承
る
と
第
六
表
に
示
す
通
で
あ
る
。
個
々
の

村
に
と
っ
て
の
変
化
は
僅
か
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
精
綴
の
土
地
調
査
は
村
含
を
緊
張
さ
せ
た
し
そ
れ
だ
け
的
確
な
数
字
が
得
ら
れ
た
と
思
わ

さ
て
宝
暦
地
引
合
の
結
果
は
、
地
撫
以
来
開
発
の
都
度
把
握
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
新
地
が
か
な
り
の
精
度
で
郡
方
ｌ
村
方
に
把
握
さ
れ
る

こ
と
と
な
っ
た
。
ど
の
程
度
の
内
容
に
な
る
か
明
和
六
年
五
月
の
飽
田
郡
五
帳
手
永
の
田
畑
地
引
合
帳
で
承
よ
う
。

御
蔵
納
御
侍
衆
上
り
開

御
給
知
右
同
地
子
屋
駁

寺
領
御
郡
間
上
り
開

新
地
方
右
同
定
米
畝
物

飽
田
郡
五
町
手
永
御
薮
右
同
一
毛
畝
物
田
畑
地
引
合
改
一
紙
御
帳

野
開
右
同
定
米
畝
物

茶
床
右
同
一
毛
畝
物

居
り
畝
物
右
同
定
銀
畝
物

で
き
る

居
り
畝
物
右
同
定
銀

一
毛
畝
物
御
赦
免
開



－２５－

第七表山鹿郡中村手永古閑村の構造

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

御
郡
方
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
御
侍
衆
上
り
開
や
御
赦
免
開
等
も
把
握
が
可

能
に
な
っ
た
。
耕
地
の
か
な
り
の
把
握
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
宝

暦
の
地
引
合
は
土
地
革
命
と
も
い
え
る
も
の
で
あ
っ
た
．

宝
暦
の
地
引
合
帳
に
見
る
近
世
中
期
の
百
姓
の
土
地
所
有
は
か
な
り
零

細
な
も
の
で
あ
っ
た
。

宝
暦
地
引
合
に
お
け
る
村
落
の
実
像
に
つ
い
て
、
山
鹿
郡
中
村
手
永
古

閑
村
の
概
駒
ど
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
当
村
の
実
高
は
五
五
五
石
八

斗
余
で
あ
る
。
慶
長
九
年
九
月
の
村
高
は
近
似
し
て
い
る
け
れ
ど
も
郷
高

で
あ
っ
て
寛
永
以
後
と
は
比
較
で
き
な
い
。
寛
永
十
年
四
月
の
名
寄
帳
に

示
さ
れ
る
古
閑
村
の
状
況
は
第
七
表
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
耕
地
を
持
ち

名
請
人
と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
者
一
六
人
（
う
ち
屋
敷
地
が
屋
敷
と
表

示
さ
れ
て
い
な
い
も
の
三
人
）
と
神
主
分
・
浄
心
分
な
ど
得
分
を
示
す
も

の
四
人
、
ほ
か
に
名
寄
さ
れ
て
い
な
い
者
四
四
人
（
彼
ら
は
一
、
二
筆
の

零
落
な
耕
地
の
名
請
人
で
あ
る
）
の
三
種
か
ら
成
る
。
第
三
の
タ
イ
プ
は

周
辺
村
落
か
ら
の
入
作
で
あ
ろ
う
。

宝
暦
地
引
合
の
結
果
で
承
る
と
、
古
閑
村
小
百
姓
三
四
人
、
頭
百
姓
五

人
、
庄
屋
一
人
、
庄
屋
代
一
人
の
四
一
人
が
署
名
し
て
い
る
が
、
田
畑
屋

敷
を
名
請
す
る
も
の
は
第
八
表
の
五
○
人
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
に
は
同
一

人
か
も
知
れ
な
い
甚
右
衛
門
．
（
甚
左
衛
門
と
同
一
人
か
）
と
神
田
と
が
あ

…慶長９年９月 寛永１０年４月 宝暦１０年

高554石３斗９升７合５勺 高555石８斗２升６合 高555石８斗２升５合９勺

田畑63町１反５畝00歩 田畑38町４反７畝21歩 田畑38町９反４畝21歩

田２２町１反９畝11歩

畑４０．９．５．１９

屋敷登録人１９人

地蔵薬師２人

田１１町２反３畝09歩

畑２７．２．４．１２

屋敷登録人１６人

ほかに４人

のべ ４４人．

田１３町４反８畝03歩

畑２５．４．６．１８

屋駁登録人４７人

新地
高

7反７畝24歩
4石７斗

諸開31町４反３畝12歩



－２６－

寛永10年４月山鹿郡古閑村の百姓持高

現高惣合555石８斗２升６合

内

９２．６．４．０永荒

５９．１．６．７高不足

２．１．６．９御蔵屋敷

８．０．０万引高

〆１５４．４．７．９万引高

一人別所持高

照
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

名請人 田畑 高

仁右衛門 田畑 町 反畝歩、
１．５．４．０９

石斗升合
1３．６．５．４

九郎右衛門 １．２．７．０９ 1０．２ ●

'

６．２

久三 郎 ２．５．２．０６ 1７．２．５．６

彦右衛 門 ４．２．１．２１ 3５．３．２．０

清右衛 門 ３．２．９．０３ 2７．０．６．６

九郎兵衛 ．１．１８ ３．８．８．３

与右衛門 ２．１．８．００ 2５．５．０．９

忠右衛門 ５．６．２１ ４．８．２．１

彦左衛門 ３．５．１８ ２．６．６．２

三郎右衛門 ３．２．６．１５ 2７．６．０．３

甚右衛 門 ８．４．２４ ７．６．７．９

源左．衛門 ３．０．６．２７ 2６．１．０．５

太郎右 衛門 ２．２．３．２１ 1８．２．１．３

・藤右衛門 １．１．８．０９ ９．３．５．７

源兵 衛 １．１ ●
〃

０５１５ ９．０．４．５

４人分 ５．９．００ ､３．４．２．４

源右衛門 ７．．５．１．２１ 6３．１．９．９

4４ 人 ２．１．３．１２ 1０．６．７．０



り
、
実
数
は
四
八
人
に
な
る
。
う
ち
久
作
が
零
細
な
田
を
所
有
す
る
以
外
は
、
す
べ
て
田
畑
屋
駁
を
所
持
す
る
小
百
姓
で
あ
る
。
従
っ
て
、
寛

永
名
寄
帳
の
本
百
姓
一
六
に
対
し
て
、
宝
暦
地
引
合
帳
の
百
姓
数
は
三
倍
近
く
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
個
々
の
百
姓
が
所
持
す
る
田
畑
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
零
細
化
し
、
寛
永
期
の
平
均
二
五
石
は
一
一
、
八
石
に
減
っ
て
お
り
、
加
え
て
新
地
と
諸
開
が
小
百
姓
の
生
計
に
大
き
く
関

－２７－

こ
の
古
閑
村
は
特
に
御
赦
免
開
が
多
い
村
で
あ
り
、
小
百
姓
も
御
赦
免
開
を
名
請
す
る
が
、
第
九
表
に
見
る
よ
う
に
三
八
人
の
村
人
で
な
い

名
請
人
が
見
ら
れ
る
。
御
赦
免
開
だ
け
で
十
分
や
っ
て
い
け
る
だ
け
の
経
営
面
積
を
持
つ
も
の
も
い
る
。
村
人
で
な
い
名
請
人
に
は
近
隣
の
村

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

の
こ
と
な
が
ら
零
細
化
し
、

わ
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
。

年 村 所

名§宵人 本方 新地 開

伊左衛門 ９８．００ △０．１８

伊 助 ８９ 1５

儀兵エ ２７ ０９

久三郎 ４４ 2１

久右エ門 ５３ 1２ △１．１５

久兵エ 1141２ ×４．００

五郎左エ門 ５６ ００ △０．０９

源 助 ５０ 0０

勘右エ門 1４１ 1８

喜 平 5８ 2４ △０．１２

源右エ門 ９９ ０６ ×６．１５

久 助 ７１ 0３ ×１２．４６

久 作 ３ 2７

五右エ門 100 1５ ×４２．００

角左ヱ門 ６９ 0０

善右ヱ門 ３５ 0０

仁兵エ ３４ 1８

神 田 1６ 1２

甚右エ門 ３ 0９

甚左ヱ門 108０３ ×５４．１２

新左エ門 3９ 1８

新右ヱ門 4０ 0６ ×１１．００

次兵エ 249２４ ×１８５．００

十兵エ 9７ ２７ ×２．００

庄右エ門 115 ００

佐 平 8４ 1２

惣、吉 ９１ ００ ×１２．００

善 次 、９８ ０３

十右エ門 3９ ０９ ×１５．００

甚 助 3５ ２４

四右エ門 8０ ０９ △１．０６

肋 １１１ ０６

三左ヱ門 7５ 1５ △０．１８

専 助 ・１１５ ０３

惣 作 119０６

徳右エ門 4９ ２４

徳左エ門 1１５ 1８

代 平 8２ ０３ △２．０９ ×９．１８

忠兵エ 136２４

藤兵エ 5３ ０９

武兵エ ９０ ０６

半兵エ 5７ 1８ △０．０６ ×１４．００

平右エ門 1２７ 1８ △１．１８ ×１２．００

武右エ門 1０９ ００ ×２．００

文左エ門 1２０ 1２

彦 市 4２ 1２

文 次 5４ ０６

又右エ門 4７ 2４ △１．０６ ×４６．１８

弥兵エ 117００ △２．１５

理右エ門 1３９ ００ △６０．００



2８

第九表宝暦10年山鹿郡古閑村御赦免開所持（村人外）

照
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）
．

開地規模 人数 個人別所 持高

町反畝歩
７．０．０．００以上 １

畝
7３９．２８

１．０．０．００以上 ３ 1８５．００ , 1２８．２７ 、 １１６．００

５．０．００以上 １ 5１．１５

４．０．００以上 １ 4１．１５

３．０．００以上 １ 3６．１５

２．０．００以上 １ 2０．００

１．５ ●
。
００以上 ２ 1７．００，１５．００

１．４．００以上 １ 1４．００

１．３．００以上 ４ '3．１８，１３．０９，１３．０６，１３．００

１．２ ００以上 ２ 1２．００，１２．００

１．１．００以上 ４ 1１．２７，１１．２１，１１．１２，１１．０６

１．０．００以上 ４ 1０．００，１０．００，１０．００，１０．００

９．００以上 ２ ９．０９ ， ９．０６

８．００以上 ３ ８．１８ ， ８．１５ ８．００

７．００以上 ２ ７．０６, ７．００

６．００以上

５．００以上 １ ５．００ '

４．００以上 ２ ４．１５ , ４．００

３．００以上 ２ ３．００ ， ３．００

２．００以上 ２ ２．０９ｐ ２．００

１．００以上●

３ １．０６， １．０６ ， １．０６

１．００以下 １ ０．０９

3８



2９

近
世
前
期
館
本
藩
に
お
け
る
農
村
支
配
は
開
発
と
農
民
の
変
容
に
対
応
し
て
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
入
国
直
後
細
川
氏
は
地
撫
検
地

と
人
畜
改
め
に
よ
っ
て
土
地
と
年
貢
負
担
者
で
あ
る
百
姓
を
確
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
体
制
は
凶
作
に
よ
る
百
姓
の
衰
退
と
、
他
方
で
は

開
発
へ
の
労
働
力
の
流
入
に
よ
っ
て
崩
壊
の
道
を
辿
っ
た
。
特
に
藩
政
初
期
か
ら
奨
励
さ
れ
た
開
発
に
は
家
中
士
か
ら
百
姓
ま
で
が
色
々
な
形

で
参
画
し
た
．
百
姓
に
と
っ
て
負
担
の
重
い
本
田
畑
よ
り
は
負
担
も
軽
く
栽
培
作
物
の
制
限
の
な
い
新
地
は
魅
力
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ

の
結
果
が
承
応
年
間
以
後
の
恒
常
的
な
農
業
生
産
力
の
停
滞
と
な
っ
て
現
れ
寛
永
地
撫
体
制
は
維
持
で
き
な
く
な
り
寛
文
・
延
宝
の
改
革
、
つ

い
で
享
保
の
見
直
し
、
宝
暦
の
土
地
改
革
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
農
政
の
転
換
期
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
地
方
巧
者
の
登
用
が
上

げ
ら
れ
る
。
延
宝
期
の
牧
野
安
右
衛
門
、
享
保
期
の
中
根
唯
右
衛
門
、
宝
暦
期
の
田
添
源
次
郎
と
緒
方
九
郎
右
衛
門
が
そ
れ
で
あ
る
。
牧
野
・

田
添
・
緒
方
は
い
ず
れ
も
庄
屋
の
出
身
で
あ
り
、
中
根
は
天
草
代
官
の
縁
者
で
は
あ
っ
た
が
、
手
代
格
で
あ
っ
た
。
彼
ら
す
で
に
地
方
巧
者
と

し
て
評
価
を
得
て
い
た
の
で
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
地
方
支
配
に
つ
い
て
意
見
を
も
と
め
ら
れ
、
認
め
ら
れ
て
破
格
の
出
世
を
と
げ
郡
頭
に

登
用
さ
れ
た
で
あ
っ
た
、
彼
ら
の
地
方
支
配
に
つ
い
て
の
施
策
は
、
中
根
の
「
検
地
新
議
」
や
田
添
の
地
引
合
論
に
よ
っ
て
推
測
す
る
ほ
か
な

い
が
、
庄
屋
出
身
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
一
般
の
藩
士
よ
り
は
遥
か
に
農
政
に
す
ぐ
れ
た
感
覚
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
時
代
は
彼
ら
を
登

用
す
る
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

宝
暦
地
引
合
は
そ
れ
ま
で
の
検
地
・
地
撫
で
は
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
新
地
・
野
開
を
郡
方
で
一
本
化
し
て
把
握
し
た
点
に
特
色
が
あ
る
。
新

地
は
寛
永
以
来
把
握
さ
れ
て
は
い
た
が
、
村
方
で
高
付
け
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
百
姓
の
野
開
は
小
物
成
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
が
、
武

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

か
ら
の
出
作
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
御
侍
衆
の
仕
立
百
姓
と
し
て
存
在
し
、
郡
方
役
人
の
支
配
に
属
し
な
い
者
た
ち
の
い
る
こ
と
も
見
逃

せ
な
い
．
近
世
中
期
に
激
増
す
る
農
村
人
口
の
行
方
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に



鹿
本
郡
鹿
央
町
島
田
文
窃
）

奉
行
日
記
」
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士
の
名
義
に
な
る
御
赦
免
開
は
郡
方
で
把
握
さ
れ
て
は
い
た
が
、
村
方
で
把
握
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。
地
引
合
の
実
施
に
よ
っ
て
新
地
・

野
開
は
完
全
に
郡
方
の
手
に
一
本
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

註
（
１
）
森
田
賊
一
「
原
曲
に
よ
る
近
世
農
政
蕊

（
２
）
「
益
田
弥
一
右
衛
門
上
画
」
（
永
腎
文
南

（
３
）
「
検
地
新
賎
」
（
鹿
本
郡
鹿
央
町
多
、

（
４
）
照
本
史
学
会
鯛
「
肥
後
国
検
地
諸
綴
目

（
５
）
東
京
大
学
史
料
鯛
蕊
所
編
「
大
日
本
近

（
６
）
「
今
度
御
目
安
箱
二
入
申
請
う
窃
物
一
一

（
７
）
中
村
吉
治
「
近
世
初
期
農
政
史
研
究
」

（
８
）
「
御
郡
方
記
録
」
（
前
出
多
田
隈
文
書
）

（
９
．
ｍ
）
「
花
畑
御
奉
行
所
日
記
」

（
ｕ
）
森
田
賊
一
「
寛
永
飢
民
録
に
つ
い
て
ｌ

（
皿
）
「
御
奉
行
奉
書
」

（
過
）
「
御
郡
方
文
書
」

（
Ｍ
）
拙
稿
注
４

（
躯
）
「
御
百
姓
潰
方
証
文
定
式
」
熊
本
県
立

（
焔
）
「
質
地
腰
地
之
儀
二
付
追
公
達
書
」
盆

（
Ⅳ
）
「
御
花
畑
奉
行
所
日
記
」

（
肥
）
「
本
藩
年
表
」

（
岨
）
「
肥
後
藩
の
政
治
」

（
釦
）
「
御
郡
方
記
録
之
写
」
（
鹿
本
郡
鹿
央
所

（
皿
・
配
・
羽
・
型
）
「
御
花
畑
御
奉
行
日
記
」

（
弱
）
〔
肥
後
藩
の
政
治
」

（
妬
）
拙
稿
「
肥
後
細
川
領
に
お
け
る
擬
制
的
．

（
”
）
吉
村
豊
雄
「
近
世
初
期
熊
本
藩
領
の
経
一

（
調
）
「
拾
集
物
語
」
（
「
肥
後
文
献
叢
書
」
第

熊
本
藩
に
お
け
る
宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）

巳

け
る
擬
制
的
知
行
制
」
（
「
法
文
論
磯
」
三
九
号
）

本
藩
領
の
経
済
発
展
に
つ
い
て
」
（
「
史
学
研
究
」

献
叢
書
」
第
四
巻
）

近
世
農
政
蕊
集
」
・
熊
本
女
子
大
学
郷
土
文
化
研
究
所
編
「
肥
後
藩
の
政
治
」

」
（
永
腎
文
庫
蔵
「
上
密
」
所
収
）
、
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
史
料
は
永
腎
文
庫
蔵
細
川
家
史
料
で
あ
る
。

唖
央
町
多
田
隈
文
暫
）

検
地
諸
帳
目
録
」
、
拙
稿
「
寛
永
期
細
川
領
に
お
け
る
「
地
撫
」
に
つ
い
て
」
（
「
熊
本
史
学
」
五
○
号
）

「
大
日
本
近
世
史
料
ｌ
肥
後
国
人
畜
改
帳
」
・
農
村
史
料
刊
行
会
「
芦
北
郡
人
畜
改
帳
」

請
う
窃
物
二
不
聞
一
シ
書
之
事
」
（
「
御
郡
方
文
書
」
）

芭
、
そ
の
一
部
は
「
肥
後
藩
の
政
治
」
に
引
く
、
．
「
竹
迫
手
永
会
所
旧
記
」
に
も
あ
る
。

ｌ
細
川
初
期
藩
政
史
の
一
断
面
１
と
（
熊
本
大
学
「
法
文
論
叢
」
二
六
号
）

立
図
雷
館
蔵
、
｛
肥
後
藩
の
政
治
」
に
は
「
身
帯
演
申
候
御
百
姓
有
之
節
支
配
方
覚
」
と
し
て
収
録
。

（
多
田
隈
文
智
）

｛
ハ

一

号
、車〃



宝
暦
地
引
合
に
つ
い
て
（
松
本
）
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（
羽
）
「
御
奉
行
所
ロ

（
釦
）
「
肥
後
藩
年
李

（
釘
）
「
覚
帳
元
逼

（
犯
）
「
井
田
桁
義

（
詔
）
西
園
寺
文
書

（
型
）
「
元
禄
七
年
所

（
弱
）
「
井
田
桁
義

（
弱
）
こ
れ
ら
新
地
宥

新
町
一
四
六
石
雑

（
訂
）
「
井
田
桁
義

（
詔
・
羽
）
拙
稿
「
八

（
伽
）
「
合
志
郡
竹
泊

（
虹
）
拙
稿
「
肥
後
銅

（
蛇
）
「
御
郡
方
記
侭

（
⑬
）
「
御
家
老
不
時

（
“
）
「
御
花
畑
御
塞

（
“
）
「
肥
後
藩
の
通

（
妬
）
「
雑
録
」
（
肥
坐

（
妬
）
「
肥
後
藩
の
鼓

（
妬
）
「
雑
録
」
（
雨

（
妬
）
「
肥
後
藩
年
表

（
〃
）
「
御
家
老
不
時

（
妃
）
「
肥
後
藩
年
表

（
鯛
）
「
先
祖
付
」
・

（
釦
）
「
多
田
隈
文
審

た
か
否
か
確
か
で

（
副
）
「
御
家
老
不
時

（
艶
）
「
肥
後
藩
年
表

（
記
）
「
検
地
新
議
」

照
本
藩
に
お
け
る

「
多
田
隈
文
書
」
、
「
検
地
新
儀
」
に
つ
い
て
上
妻
博
之
「
肥
後
文
献
解
題
」
は
内
容
を
紹
介
し
た
後
「
蓋
し
本
書
の
方
式
に
従
っ
て
検
地
が
行
わ
れ

か
否
か
確
か
で
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
、
以
下
享
保
の
検
地
計
画
に
つ
い
て
は
「
検
地
新
議
」
に
よ
る
。

「
御
奉
行
所
日
記
」

「
肥
後
藩
年
表
稿
」
享
保
六
年
条

「
覚
帳
元
禄
二
年
よ
り
」

「
井
田
桁
義
垣
塚
し
ら
へ
郡
府
旧
記
」
（
「
藩
法
集
７
熊
本
藩
）

目
園
寺
文
書
頗
本
大
学
付
属
図
書
館
蔵

「
元
禄
七
年
改
諸
郡
高
人
畜
浦
浦
船
数
其
外
有
物
帳
」

「
井
田
桁
義
御
惣
庄
屋
十
ケ
条
県
令
条
目
」
（
「
藩
法
集
７
熊
本
藩
）

）
れ
ら
新
地
方
の
村
は
村
立
新
地
と
し
て
高
を
む
す
び
、
寛
政
七
年
大
津
手
永
で
は
中
尾
村
一
二
三
石
、
南
方
村
一
三
七
石
、
馬
場
村
一
九
一
積
、

ユ
四
六
石
が
計
上
さ
れ
、
村
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
て
い
る
。
（
「
合
志
郡
大
津
手
永
手
鑑
」
）

「
井
田
桁
義
寛
永
以
後
郡
中
法
令
」
（
「
同
密
」
）

拙
稿
「
八
ヶ
所
地
筒
と
御
家
中
地
筒
」
（
「
大
津
町
史
研
究
」
第
一
巻
）

「
合
志
郡
竹
迫
手
永
三
万
田
村
財
津
庄
大
夫
殿
元
禄
十
四
年
開
畑
高
積
帳
写
」
熊
本
県
立
図
書
館
蔵

姻
稿
「
肥
後
細
川
領
に
お
け
る
御
赦
免
開
」
（
「
法
文
論
賎
四
一
号
）

「
御
郡
方
記
録
喪
抜
之
事
」
（
「
井
田
桁
義
寛
永
以
後
郡
中
法
令
」
）

「
御
家
老
不
時
伺
帳
」
享
保
十
四
年
条

「
御
花
畑
御
奉
行
日
記
」

不
時
伺
帳
」

年
表
稿
」
吉

不
時
伺
帳
」

年
表
稿
」
享

一
後
細
川
領

一
記
録
喪
抜

一
不
時
伺
帳

一
御
奉
行
日

の
政
治
」

（
肥
後
藩
《

の
政
治
」

（
「
肥
後
藩

年
表
稿
」

八
年
条

の
政
治
）

享
保
十
年
八
月
条

の
政
治
」
）

享
保
七
年

保
七
・

一
月
条
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・ 十６０
中
野
嘉
太
郎
「
細
川
越
中
守
重
賢
公

「
肥
後
藩
年
表
稿
」
宝
暦
二
年
七
月

「
御
内
意
相
伺
申
候
覚
」
（
「
覚
帳
」

「
名
寄
帳
之
儀
二
付
御
達
之
事
」
（
「

）
「
堀
太
夫
覚
書
」

悪
些
（
「
井
田
桁
装
献
法
条
鮒
」
）

「
肥
後
先
哲
偉
蹟
続
・
巻
四
」

「
覚
」
（
「
肥
後
藩
の
政
治
」
）

「
肥
後
先
哲
偉
蹟
続
」
、
「
本
藩
年

多
田
隈
文
宙
．

「
宝
暦
八
年
二
月
名
寄
帳
案
文
御
達

「
地
引
合
之
儀
二
付
御
達
之
事
」
（
「

「
御
内
検
役
手
数
之
事
」
（
「
井
田
桁

忍
些
（
井
田
桁
義
飲
法
条
諭
」
）

「
肥
後
国
検
地
諸
帳
目
録
」
合
志
郡

「
肥
後
国
検
地
諸
帳
目
録
」
山
鹿
郡

「
安
永
十
年
四
月
「
中
村
手
永
中
村

「
益
田
弥
一
右
衛
門
上
書
秘
密
」

「
地
引
合
入
組
覚
智
下
有
佐
村
」

「
慶
長
九
年
九
月
古
閑
村
」
「
寛
永
拾

年
二
月
古
閑
村
新
地
永
荒
御
郡
問
新

御
薮
・
御
郡
間
定
米
畝
物
・
右
開
上

佐
村
」
「
地
引
合
追
入
組
覚
帳
下
有
佐
村
」
熊
本
大
学
図
宙
館
蔵

●
寛
永
拾
年
四
月
古
閑
村
田
畑
名
寄
帳
写
」
「
宝
暦
十
年
二
月
古
閑
村
上
知
御
給
知
田
畑
地
引
合
改
御
見
図
御
帳
」
「
宝
暦

郡
間
新
地
田
畑
地
引
合
改
見
図
御
帳
」
「
宝
暦
十
年
二
月
古
閑
村
定
米
上
り
開
・
野
開
・
上
り
開
・
舗
薮
・
御
赦
免
開

右
開
上
開
田
畑
地
引
合
見
図
御
帳
」
（
い
ず
れ
も
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
）
に
よ
る
。

竹
迫
手
永

中
村
手
永

永
荒
・
新
地
・
御
郡
間
田
畑
地
引
合
改
見
図
御
帳
」

之
事
」
・
「
同
年
三
月
見
図
根
案
文
御
達
之
事
」
（
「
井
田
桁
義
飲
法
条
諭
」
）

同
書
」
）

義
飲
法
式
令
」
）
、
但
し
「
益
田
弥
一
右
衛
門
上
書
秘
密
」
は
役
所
と
村
々
に
一
通
づ
つ
と
し
て
い
る
。

表
一

伝
」
、
森
田
誠
一
「
細
川
重
賢
と
堀
平
太
左
衛
門
」
（
「
日
本
人
物
史
体
系
第
４
巻
｝
）

の
条

宝
暦
三
・
四
年
）

井
田
桁
義
飲
法
条
諭
」
）
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